
第６期熊本県障がい者計画 

くまもと障がい者プラン（案） 
 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年３月 

 

熊本県 

（作者名）「（題名）」2020年 

 

 

 

 

イラスト 

資料２
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

表 紙 の 絵 

 

 

※作成中 

 



は じ め に 

 

※作成中（知事あいさつ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
      

令和２年（２０２０年）３月 

熊本県知事 蒲島 郁夫 

 

 

 

 

（知事の写真） 



 

 

 

 

第１章 計画策定にあたって････････････････････････････････････････････････１ 

１ 計画策定の背景及び趣旨････････････････････････････････２ 

２ 計画の位置付け････････････････････････････････････････３ 

３ 計画の期間････････････････････････････････････････････３ 

４ 目指す姿･･････････････････････････････････････････････４ 

５ 基本理念･･････････････････････････････････････････････４ 

６ 重点化の視点･･････････････････････････････････････････５ 

７ 計画の推進････････････････････････････････････････････６ 

 

第２章 障がい者を取り巻く現状･････････････････････････････････････７ 

１ 第５期計画中間見直し後の動向･･････････････････････････８ 

２ 県内の障がい者の状況････････････････････････････････１１ 

３ 障がい者のニーズ････････････････････････････････････２０ 

４ 第５期計画の成果と課題･･････････････････････････････２３ 

 

第３章 分野別施策････････････････････････････････････････････････２５ 

 １ 地域生活支援････････････････････････････････････････２６ 

 （１）地域移行・地域定着  

  （２）日常生活支援 

  （３）相談支援  

  （４）サービス提供体制  

  （５）障がい特性に配慮した地域生活支援  

 ２ 保健・医療･･････････････････････････････････････････３２ 

  （１）療育  

  （２）精神保健医療  

  （３）保健・医療  

 ３ 教育、文化芸術活動・スポーツ････････････････････････３６ 

  （１）教育における支援体制 

（２）教員等の専門性向上 

（３）インクルーシブ教育システム 

（４）教育環境整備 

（５）生涯を通じた多様な学習活動の支援 

（６）文化芸術・スポーツ  

  

 

 

 

 

目 次 



４ 雇用・就業、経済的自立の支援･････････････････････････４１ 

  （１）雇用促進 

（２）職業能力開発 

（３）多様な就労支援  

（４）福祉的就労の底上げ  

（５）経済的自立の支援  

 ５ 情報アクセシビリティ････････････････････････････････４４ 

 （１）情報バリアフリー  

 （２）意思疎通支援  

６ 安心・安全･･･････････････････････････････････････････４６ 

  （１）災害対策 

（２）感染症対策 

 （３）外出・移動支援  

 （４）防犯  

  （５）障がい者の消費者トラブル防止  

  （６）交流活動  

 ７ 生活環境････････････････････････････････････････････５１ 

 （１）住宅・建築物  

  （２）道路・都市公園  

  （３）旅客施設・公共交通機関  

 ８ 差別の解消及び権利擁護の推進････････････････････････５３ 

  （１）障害のある人もない人も共に生きる熊本づくり条例  

  （２）障がい者虐待防止 

  （３）成年後見制度等 

（４）行政における配慮 

 

第４章 数値目標･･････････････････････････････････････････････････５５ 

１ 数値目標････････････････････････････････････････････５６ 

 

資料編････････････････････････････････････････････････････････････５９ 

１ 策定経過･･････････････････････････････････････････‥６０ 

２ 策定体制････････････････････････････････････････････６１ 

３ 第５期熊本県障がい者計画の達成状況･･････････････････６２ 

４ 意見聴取結果････････････････････････････････････････６５ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「障がい」の表記について 

 県では、「障害」の表記について、平成２０年１月から法令、条例、規則や

固有名称等を除き、「障がい」と一部ひらがな表記を行っています。本計画に

おいても、法令等で用いられる場合を除き、「障がい」と表記します。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

計画策定にあたって 

１ 計画策定の背景及び趣旨 

２ 計画の位置付け 

３ 計画の期間 

４ 目指す姿 

５ 基本理念 

６ 重点化の視点 

７ 計画の推進 
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 計画策定の背景及び趣旨 

 

本県では、昭和５７年度（１９８２年度）から平成３年度（１９９１年度）の

１０年間を計画期間とする「障害者福祉長期計画」の策定以降、福祉、保健・医療、

教育、雇用・就労、生活環境など、様々な分野における障がい者に関する施策の基

本となる計画を策定し、障がい者施策を総合的・計画的に進めてきました。 

現在は、平成２７年（２０１５年）３月に第５期熊本県障がい者計画「くまもと

障がい者プラン」（以下「第５期計画」）を策定し、令和２年度までの６年間を対象

に、全国に先駆けて制定した「 障害のある人もない人も共に生きる熊本づくり条

例」に掲げる、「全ての県民が障害の有無にかかわらず社会の対等な構成員として

安心して暮らすことのできる共生社会の実現」を目指し取り組んでいるところです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【国・県の計画】

平成20
年度

平成21
年度

平成22
年度

平成23
年度

平成24
年度

平成25
年度

平成26
年度

平成27
年度

平成28
年度

平成29
年度

平成30
年度

令和元
年度

令和2
年度

令和3
年度

国

県
第６期
(R3～R8)

第２次障害者基本計画
(H15～H24)

第３次障害者基本計画
(H25～H29)

第４次障害者基本計画
(H30～R4)

第３期熊本県障害者計画
(H15～H22)

第４期熊本県障がい者計画
(H23～H26)

第５期熊本県障がい者計画
(H27～R2)

第１期：障害者福祉長期計画(S57～H3)、第２期:障害者社会促進プラン(H5～H14)

この間、国においては、平成２８年（２０１６年）に障害を理由とする差別の解

消の推進に関する法律（障害者差別解消法）が施行され、障害者に対する社会的障

壁の除去や合理的配慮の提供の考え方が明記されたほか、障害者の雇用の促進等

に関する法律（障害者雇用促進法）が一部改正され、さらには、平成３０年（２０

１８年）に障害者による文化芸術活動の推進に関する法律が施行されるなど、平成

２６年（２０１４年）１月に批准された障害者の権利に関する条約（障害者権利条

約）の実効性を確保するため、障害のある人に関わる制度に大きな動きが見られた

ところです。 

また、平成２８年（２０１６年）７月の相模原事件や令和２年（２０２０年）に

おける新型コロナウイルスの感染流行、本県における平成２８年（２０１６年）４

月の熊本地震や令和２年（２０２０年）７月の豪雨災害など、障がい者を含む県民

の今後の日常生活にも大きな影響を及ぼす出来事が発生しています。 

 

 

 

 

また、平成２８年（２０１６年）７月の相模原事件や令和２年（２０２０年）にお

ける新型コロナウイルスの感染流行、本県における平成２８年（２０１６年）４月の

熊本地震や令和２年（２０２０年）７月の豪雨災害など、障がい者を含む県民の今後

の日常生活にも大きな影響を及ぼす出来事が発生しています。 

このような動きの中、本県では、第５期計画が令和２年度（２０２０年度）末を

もって終了することから、第５期計画中間見直し後の動向、県内障がい者の状況や

ニーズ、第５期計画の成果と課題等を踏まえ、令和３年度（２０２１年度）からの

新たな計画となる「第６期熊本県障がい者計画」（以下「第６期計画」）を策定する

こととしました。 
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 計画の位置付け 

 

この計画は、障害者基本法第 11条第２項（※）に基づき、国の「障害者基本計画」

を基本として、本県における障がい者の状況等を踏まえて策定するものです。 

障がい者の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に推進す

るために策定するものであり、本県が講ずる障がい者施策に関する基本的な計画と

して位置付けています。 

 

（※）障害者基本法第11条第２項 

都道府県は、障害者基本計画を基本とするとともに、当該都道府県における障害者の

状況等を踏まえ、当該都道府県における障害者のための施策に関する基本的な計画（以

下「都道府県障害者計画」という。）を策定しなければならない。 

 

 計画の期間 

 

令和３年度（２０２１年度）から令和８年度（２０２６年度）の６年間を計画の対

象期間とします。 

障がい者施策に関する基本計画としての性格を踏まえるとともに、障がい者計画

の障害福祉サービス等の確保に関する実施計画に相当する障がい福祉計画（※）と

一体となって県の障がい者施策を推進するために、両計画の改定のサイクルを統一

し、第５期計画と同じ６年間としています。  

なお、施策の実施状況や社会情勢等を踏まえ、必要に応じ中間見直しを行います。 

 

（※） 障がい福祉計画 

障害者総合支援法第８９条第１項の規定に基づき、障害福祉サービスの必要な見込み

量を定め、障害福祉サービス等の提供体制を確保するための計画。国が定める基本指針

（厚生労働省告示）により計画期間が３年間と定められ、次期計画の期間は令和３年度

（２０２１年度） から令和５年度（２０２３年度）まで。 
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 目指す姿 

 

障がいのある人もない人も、一人一人の人格と個性が尊重され、社会を構成

する対等な一員として、安心して暮らすことのできる共生社会の実現 

 

 

 

 

 

 基本理念 

 

第６期計画の目指す姿である「共生社会の実現」に向け、第５期計画の考え方を継

承し、次の３つの基本理念に基づいて、障がい者施策を推進します。  

 

障がいのある人もない人も「ともに生きる」社会 

 

 

 

 

 

 

自らの選択・決定・参画の実現 

 

 

 

 

 

 

 

安心していきいきと生活できる環境づくり 

 

  

障害者権利条約の批准や第４次障害者基本計画の策定等の国の動向を踏まえ、

県において制定した「障害のある人もない人も共に生きる熊本づくり条例」の前

文に掲げる「共生社会の実現」を目指す姿とし、その実現に向けた取組を総合的

に推進することとします。 

 

「目指す姿」で掲げる、障がいのある人もない人も、一人一人の人格と個性が

尊重 され、社会を構成する対等な一員として、安心して暮らすことのできる共生

社会を県民みんなで築いていきます。  

なお、「ともに生きる」という概念は、第３期計画（平成１５年度（２００３年

度））から継承される基本理念です。 

「共生社会の実現」に向けて、障がいのある人一人一人が主体的に、自らの選

択により、意思決定ができ、社会参画が促進されるよう、施策の充実を図ってい

きます。 

また、障がいのある人の自己選択・意思決定・社会参画が可能になるよう、福

祉、保健・医療、教育、雇用・就労等の関係機関の連携のもと、ライフステージ

に応じた切れ目のない支援を念頭に置いた施策の充実を図っていきます。  

 

「共生社会の実現」に向けて、障がいのある人を取り巻く物理的な障壁や、障

がいのある人に対する偏見や誤解といった意識上の障壁等の社会的障壁を取り除

き、障がいのあるなしにかかわらず、誰もが地域で安心していきいきと生活でき

る環境の整備を図っていきます。 
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 重点化の視点 

 

５で掲げた３つの基本理念のもと、「共生社会の実現」に向けて、第６期計画期間

内に重点的に取り組むべき施策の方向性を「重点化の視点」として掲げ、５つの視点

から分野別施策の取組の充実を図ります。 

 

県民みんなで障がいのある人への差別をなくす取組 

 

 

 

 

地域で安心して生活できるための支援 

 

 

 

 

 

家族等に対する支援 

 

 

 

障がい特性等に配慮したきめ細かい支援 

 

 

 

 

災害対策や感染症対策の充実による安心・安全の確保 

  

  

「障害のある人もない人も共に生きる熊本づくり条例」や障害者差別解消法に

基づき、障がいのある人の権利を擁護する取組や、障がいの特性や障がいに応じ

た適切な配慮についての理解を深める取組を進めます。 

施設入所者等が地域で安心して生活できるよう、地域生活への移行に向けた支

援や地域生活の支援を行います。  

また、障がいのある人が地域生活を安心して続けられるよう、福祉、保健、医

療等の関係機関の連携のもと、支援体制の充実を図ります。 

 

障がいのある人を身近で支える家族を始めとする関係者にも寄り添った支援の

充実を図ります。 

障がい特性や障がいの状態、生活実態等に応じた障がい者の個別的な支援の必

要性を踏まえ、きめ細やかな支援の充実を図るとともに、高齢化等により複合的

に困難な状況に置かれている障がい者に配慮した支援を促進します。 

 

近年の大規模災害の頻発や感染症の流行を踏まえ、災害や感染症対策に係る体

制整備や日常生活における備えの検討を行い、誰もが安心して暮らせる社会を目

指します。 
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 計画の推進 

 

計画に関する施策の着実な推進を図り、計画の実効性を確保するため、次の方法

により、施策の推進及び進行管理を行います。 

 

（１）ＰＤＣＡサイクル等を通じた実効性のある取組みの推進 

  計画に基づく障がい者施策の実施に当たっては、ＰＤＣＡサイクルを構築し、

着実に実行するとともに、施策の不断の見直しを実施します。 

  また、障がい者団体の代表や学識経験者等で構成する「熊本県障害者施策推進

審議会」（以下「審議会」）（※）において、施策の検証・評価を行い、施策の

総合的かつ計画的な推進を図ります。 

 

 （※）障害者施策推進審議会 

障害者基本法第３６条の規定に基づき設置している県の機関で、障がい者施策の総合

的かつ計画的な推進について必要な事項を調査審議する機関。 

 

（２）連携・協力体制の構築 

  本計画は、庁内各部局にまたがる障がい者施策に関する総合的な計画であるこ

とから、全庁的な連携のもと、審議会の関係課が中心となって施策の推進を図り

ます。 

  また、障がい者の地域移行や地域生活を支援し、実効性のある形で取組みを実

施していくためには、市町村や関係機関との連携・協力が不可欠です。地域自立

支援協議会（※）等の場を活用しながら意見交換を密に行い、一体となって施策

を進めます。 

  さらに、障がい当事者及び家族のニーズ把握や団体との意見交換を実施し、必

要とされる施策やサービスを継続して適切に実施できる体制を構築します。 

 

（※）地域自立支援協議会 

地域における障がい福祉の関係者等により構成され、障がいのある人への支援体制に

関する課題について情報を共有し、地域の実情に応じた支援体制の整備について協議を

行う場。 
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障がい者を取り巻く現状 

 

 

１ 第５期計画中間見直し後の動向 

２ 県内の障がい者の状況 

３ 障がい者のニーズ 

４ 第５期計画の成果と課題 

 

第２章 
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１  第５期計画中間見直し後の動向 

（１）第５期計画中間見直し後の重大な出来事 

① 新型コロナウイルス感染症の感染拡大 

令和２年になって、新型コロナウイルス感染症の流行が世界的に拡大し、令和２年

１０月末現在で、世界全体の感染者数は４,５００万人を超え、死者も１２０万人に

上っています。 

国内では、令和２年１月１６日に新型コロナウイルス感染者が初めて確認され、熊

本県内では２月２１日に初めて感染者が確認されました。その後、全国的に感染が拡

大していく中で、４月１６日に、政府において全国一律に緊急事態宣言が発出されま

した。５月２５日に緊急事態宣言は解除されましたが、引き続き全国各地での感染が

確認されるなど、予断を許さない状況が続いています。 

 

 ＜明らかになった課題＞  

  ○サービス提供体制の継続支援 

新型コロナウイルス感染症が発生した福祉施設は、令和２年９月末現在、全国 

で１千か所を超えており、さらに多くなることが見込まれています。障害福祉サー

ビスを提供する事業所や施設に対し、感染症を予防しながらサービスを継続させる

ための支援が必要です。 

 

○在宅の重度障がい者等への支援 

在宅で生活している医療的ケア児者は、人工呼吸器を装着している場合や、気管

切開をしている場合など、日常的に消毒用エタノールなどの衛生用品が必要ですが、

感染拡大期の確保が困難であるため安定的に確保できるよう支援が必要です。 

 

○医療・検査体制等の整備 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のためには、感染者の早期発見と早

期隔離が重要です。そのため、障がい児者の障がい特性等を踏まえた適切な配慮

が提供されるよう、医療機関等と連携した医療・検査体制等の整備を行うことが

必要です。 

 

○こころのケア支援 

令和２年７月～９月の全国の自殺者数は、前年同月を３か月連続で大きく上回っ

ていますが、本県での増加は見られないものの、感染症の長期化に伴い、引き続き、

こころのケアの必要性が強く認識されています。相談支援体制の強化とともに、関

係機関との連携体制の強化等が必要です。 

8



 

② 令和２年７月豪雨による水害の発生 

令和２年７月３日の深夜から４日の午前中にかけ、熊本県の県南地域において、線

状降水帯の長期間にわたる停滞により、１日で７月約１ヶ月分の降水量（４８５ミリ）

となりました。その結果、広範囲に降った大量の雨が球磨川に流れ込み、人吉・球磨

地域では大氾濫を引き起こしました。また、水俣・芦北及び天草地域でも土砂崩れ等

が発生しました。さらに、７月６日から８日未明にかけ断続的な非常に激しい雨によ

り、熊本県県北地域でも川の増水、土砂崩れ等を引き起こしました。 

 

 （障がい者福祉施設等の被災状況） 

   県内の被災状況としては、２１の障害福祉サービス等事業所・施設で浸水被害が

発生しましたが、利用者等の人的被害は発生しませんでした。 

 

  【参考】圏域ごとの浸水被害箇所数 

圏域名 八 代 水俣・芦北 人吉・球磨 天 草 計 

浸水被害 １ ９ １０ １ ２１ 

 

 ＜明らかになった課題＞ 

  ○迅速な避難に対する支援 

今回の豪雨災害では大規模な浸水被害が発生し、高齢者施設においては多数の死

者が発生しました。障害者福祉施設等においても、災害発生時に利用者等が迅速に

避難できる体制づくりが必要です。 

 

○障害者福祉施設等の復旧 

浸水被害を受けた障害福祉サービス事業所等については、休業に至った例もあり

ます。また、早期の事業再開に向けては、市町村等と事業者等が密接に連携しなが

ら、復旧に向け支援する必要があります。 

 

  ○サービス利用再開の支援 

避難所や親族の居宅等に避難した障害児者が、従来利用していた障害福祉サービ

スを休止したままとなっている場合もあり、環境の変化による状態の悪化等が懸念

されています。そのため、サービスの利用再開に向けた支援が必要です。 

 

○被災者のこころのケア支援 

避難所等への避難生活が長期化することで、孤立化やアルコール依存、環境変化

による心身の変調などの問題が懸念されます。そのため、被災者への相談支援体制

を強化するとともに、関係機関との連携体制を強化する必要があります。 
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（２）国の動向 

第５期計画中間見直し後（平成３０年度以降）の主な法律の施行等は以下のとお

りです。 

 

○｢障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の 

一部を改正する法律」の施行（平成３０年４月） 

・ 自立生活援助、就労定着支援等による障害者の望む地域生活の支援 

・ 居宅訪問型児童発達支援サービスの導入等による障害児支援のニーズの多様化へ 

のきめ細かな対応 

・ サービスの質の確保・向上に向けた環境整備 等 

 

○｢障害者による文化芸術活動の推進に関する法律」の施行（平成３０年６月） 

・ 文化芸術の鑑賞・参加・創造、障がい者の文化芸術活動の幅広い促進 

・ 障がい者による芸術上価値が高い作品等の創造への支援の強化 

・ 障がい者による文化芸術活動に係る地域での作品などの発表、交流等の促進 等 

 

○｢視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律」の成立（令和元年６月） 

・ 視覚障害者等が利用しやすい書籍・電子書籍等の普及、量的拡充及び質の向上 

・ 視覚障がい者等の障がいの種類及び程度に応じた配慮 等 

 

   ○「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適性化等を図るための関係法律の整備 

に関する法律」の成立（令和元年６月） 

  ・ 成年被後見人等に係る欠格条項その他の権利の制限に係る措置の適正化 等 

 

○｢障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律」の施行（令和２年４月） 

・ 事業主に対する短時間労働の障がい者の雇入れ及び継続雇用の支援 

・ 地方公共団体等における障害者の雇用状況についての的確な把握 等 

 

○｢高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律」の 

成立（令和２年５月） 

・ 施設設置管理者におけるソフト対策の取組強化 

・ 車椅子使用者用駐車施設等の適正な利用の推進国民に向けた広報啓発の取組推進 等 

 

○「聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律」の成立（令和２年６月） 

・ 聴覚障害者等の電話での意思疎通を手話等により仲介する電話リレーサービスの 

提供 等  
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２  県内の障がい者の状況 

（１）障がい者全体 

○ 県内の障害者手帳所持者数は、令和元年度(２０１９年度)末現在１２６，５８１人で、身体障

がい者が８７,５０３人で約７０％を占め、知的障がい者（２０,２２３人）と精神障がい者（１８,８５５

人）が約１５％ずつとなっています。 

○ 手帳所持者の総数は平成２６年度(２０１４年度)末をピークにゆるやかに減少しており、前年

度比は▲０．４％となっていますが、これは身体障がい者の減少によるものです。 

○ 本県の障害者手帳所持者の人口に占める割合は、令和元年度末で７．３％となっており、

全国（平成３０年度）の状況（５.７%)と比較すると、１．６ポイント高くなっています。（うち身体障

がい者が＋１.０ポイント） 

（全国データは、福祉行政報告例、衛生行政報告例 から。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【手帳所持者数】 

 

 

 

 

 

【県人口に占める割合】 

 

 

 

全国値

（各年度末現在、単位：人） Ｈ21年度 Ｈ22年度 Ｈ23年度 Ｈ24年度 Ｈ25年度 Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 R1年度 Ｈ30年度

身体障害者手帳 95,745 96,583 96,231 96,786 96,889 95,927 94,570 92,837 90,829 89,435 87,503 5,087,257

療育手帳 14,649 15,198 15,687 16,316 16,859 17,307 17,909 18,486 19,046 19,672 20,223 1,115,962

精神障害者保健福祉手帳 11,616 12,302 12,829 13,572 14,738 15,378 16,068 16,461 17,235 17,989 18,855 1,062,700

計 122,010 124,083 124,747 126,674 128,486 128,612 128,547 127,784 127,110 127,096 126,581 7,265,919

全国値

（各年度末現在、単位：人） Ｈ21年度 Ｈ22年度 Ｈ23年度 Ｈ24年度 Ｈ25年度 Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 R1年度 Ｈ30年度

身体障害者手帳 5.3% 5.3% 5.3% 5.4% 5.4% 5.4% 5.3% 5.3% 5.2% 5.1% 5.0% 4.0%

療育手帳 0.8% 0.8% 0.9% 0.9% 0.9% 1.0% 1.0% 1.0% 1.1% 1.1% 1.2% 0.9%

精神障害者保健福祉手帳 0.6% 0.7% 0.7% 0.8% 0.8% 0.9% 0.9% 0.9% 1.0% 1.0% 1.1% 0.8%

計 6.7% 6.9% 6.9% 7.0% 7.2% 7.2% 7.2% 7.2% 7.2% 7.3% 7.3% 5.7%
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（２）身体障がい者 

○ 県内の身体障害者手帳所持者数は、年々減少（前年比▲２.２％）しています。 

○ 年齢別に見ると６５歳以上の割合が７６.７％と最も高く、１８歳以上６５歳未満はその割合は 

２１.９％ですが、手帳所持者数は前年比▲４.４％と最も減少しています。 

○ 認定区分別では、１～２級の重度者が４４.５％、３～４級の中度者が４２.１％となっています

が、軽度者の減少率が低いことからその割合は徐々に上昇しています。 

○ 障がい部位別では、肢体不自由が最も多く、２番目に多い内部障がいと合わせると、２つで

全国値と同様に８割以上を占めています。 

 

【身体障がい（年齢区分別）】        （全国データは、令和２年版障害者白書から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65 歳以上

18 歳以上 65 歳未満

18 歳未満

全国値

（各年度末現在、単位：人） Ｈ29年度

６５歳以上 68,722 75.6% 68,193 76.2% 67,120 76.7% 74.2%

１８歳以上６５歳未満 20,926 23.0% 20,028 22.4% 19,156 21.9% 24.2%

１８歳未満 1,195 1.3% 1,224 1.4% 1,234 1.4% 1.6%

総　数 90,843 100.0% 89,445 100.0% 87,510 100.0% 100.0%

R1年度Ｈ29年度 Ｈ30年度
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【身体障がい（認定区分別）】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【身体障がい（障がい部位別）】 

 

 

 

 

全国値

H30年度

内部障がい 30,665 32.0% 30,566 32.3% 30,441 32.8% 30,261 33.3% 30,200 33.8% 29,657 33.9% 31.3%

肢体不自由 48,018 50.1% 46,944 49.6% 45,590 49.1% 44,203 48.7% 43,208 48.3% 42,005 48.0% 52.2%

音声・言語
機能障がい

850 0.9% 826 0.9% 803 0.9% 779 0.9% 782 0.9% 801 0.9% 1.2%

聴覚・平衡
機能障がい

9,671 10.1% 9,704 10.3% 9,655 10.4% 9,467 10.4% 9,298 10.4% 9,221 10.5% 8.8%

視覚障がい 6,723 7.0% 6,530 6.9% 6,348 6.8% 6,119 6.7% 5,947 6.6% 5,819 6.7% 6.5%

計 95,927 100.0% 94,570 100.0% 92,837 100.0% 90,829 100.0% 89,435 100.0% 87,503 100.0% 100.0%

R1年度（各年度末現在、単位：人）

身体障害者
手帳

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度

１～２級

５～６級

３～４級

全国値

H30年度

１～２級 42,476 44.3% 42,040 44.5% 41,247 44.4% 40,415 44.5% 39,734 44.4% 38,901 44.5% 46.5%

３～４級 41,443 43.2% 40,380 42.7% 39,440 42.5% 38,426 42.3% 37,794 42.3% 36,802 42.1% 40.9%

５～６級 12,008 12.5% 12,150 12.8% 12,150 13.1% 11,988 13.2% 11,907 13.3% 11,800 13.5% 12.6%

計 95,927 100.0% 94,570 100.0% 92,837 100.0% 90,829 100.0% 89,435 100.0% 87,503 100.0% 100.0%

H29年度H28年度（各年度末現在、単位：人）

身体障害者
手帳

H26年度 H27年度 R1年度H30年度
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（３）知的障がい者 

○ 県内の療育手帳所持者数については、年々増加（前年比＋２.８％）しています。 

○ 年齢別に見ると、全国同様、１８歳以上６５歳未満の割合が６０.９％と最も高く、２７.３％を

占める１８歳未満は、前年比で３.４％増加しています。また、１８歳未満の割合を全国（平成

２９年度）と比較すると、４．６ポイント高くなっています。 

○ 認定区分別では、Ｂ１，Ｂ２の中・軽度者が６４.６％を占めており、その数は５年前と比較す

ると２５％以上増加しています。 

 

【知的障がい（年齢区分別）】        （全国データは、令和２年版障害者白書から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65 歳以上

18 歳以上 65 歳未満

18 歳未満

全国値

（各年度末現在、単位：人） Ｈ29年度

６５歳以上 2,173 11.4% 2,291 11.6% 2,391 11.8% 15.8%

１８歳以上６５歳未満 11,786 61.9% 12,045 61.2% 12,313 60.9% 61.5%

１８歳未満 5,087 26.7% 5,336 27.1% 5,519 27.3% 22.7%

総　数 19,046 100.0% 19,672 100.0% 20,223 100.0% 100.0%

R1年度Ｈ29年度 Ｈ30年度
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【知的障がい（認定区分別）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A1・A２

B1・B2

全国値

H30年度

Ａ１・Ａ２ 6,935 40.1% 6,980 39.0% 7,032 38.0% 7,059 37.1% 7,121 36.2% 7,164 35.4% 37.7%

B１・B２ 10,372 59.9% 10,929 61.0% 11,454 62.0% 11,987 62.9% 12,551 63.8% 13,059 64.6% 62.3%

計 17,307 100.0% 17,909 100.0% 18,486 100.0% 19,046 100.0% 19,672 100.0% 20,223 100.0% 100.0%

（各年度末現在、単位：人）

療育手帳

H29年度H28年度H26年度 H27年度 R1年度H30年度
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（４）精神障がい者 

○ 県内の精神障害者保健福祉手帳所持者は、近年大きく増加（前年比＋４.８％）しています。 

○ 年齢別に見ると、全国同様、１８歳以上６５歳未満の割合が７３.２％と最も高く、２５.０％を占

める６５歳以上を合わせると９８％以上となっています。 

○ 認定区分別では、中度の２級が１２,２６８人（６５.１％）と最も多い状況です。 

１７.４％を占める重度の１級は年々減少していますが、１７.５％を占める軽度の３級は、大きく

増加（前年比＋１８.０％）しており、５年前と比較すると約２倍となっています。また、全国（平

成３０年度）と比べると、本県は１～２級の割合が高くなっています。 

 

【精神障がい（年齢区分別）】        （全国データは、令和２年版障害者白書から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65 歳以上

18 歳以上 65 歳未満

18 歳未満

全国値

（各年度末現在、単位：人） Ｈ29年度

６５歳以上 3,487 23.7% 4,526 25.2% 4,706 25.0% ６５歳以上 37.2%

１８歳以上６５歳未満 11,136 75.6% 13,129 73.0% 13,793 73.2% ２５歳以上６５歳未満 52.9%

１８歳未満 115 0.8% 334 1.9% 356 1.9% ２５歳未満 9.9%

総　数 14,738 100.0% 17,989 100.0% 18,855 100.0% 総　数 100.0%

R1年度Ｈ25年度 Ｈ30年度
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【精神障がい（認定区分別）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１級

３級

２級

全国値

H30年度

1級 3,720 24.2% 3,615 22.5% 3,504 21.3% 3,470 20.1% 3,403 18.9% 3,280 17.4% 11.7%

２級 9,831 63.9% 10,203 63.5% 10,546 64.1% 11,238 65.2% 11,785 65.5% 12,268 65.1% 59.3%

３級 1,827 11.9% 2,250 14.0% 2,411 14.6% 2,527 14.7% 2,801 15.6% 3,307 17.5% 29.0%

計 15,378 100.0% 16,068 100.0% 16,461 100.0% 17,235 100.0% 17,989 100.0% 18,855 100.0% 100.0%

（各年度末現在、単位：人）

精神障害者
保健福祉手
帳

H28年度H26年度 H27年度 R1年度H29年度 H30年度
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（５）障害福祉サービス等の利用者 

○ 県内の障害福祉サービスの利用者は年々増加（前年比＋４．４％）しています。 

○ 障がい児の利用者は、前年より１２.９％増加しており、この４年間で２倍以上の大幅な増 

加となっています。 

○ 障がい者の利用者は、前年より１.６％増加しており、この４年間で７．４％増加しています。 

 
 

 

 

 

 

（６）重度心身障害児（者） 

  ○ 県内の重度心身障害者の数は、７年前の前回調査から減少（▲４.５％）していますが、 

１８歳以上と１８歳未満の割合はほとんど変化していません。 

   ※重度心身障害者：身体障害者手帳（肢体不自由）の 1級又は２級と療育手帳のＡ１又はＡ２を 

併せ持つ障がい者 

    Ｈ２５．９ 構成比 

18歳未満 ３８９  29.1％ 

18歳以上 ９４９  70.9％  

 合計 １，３３８ 100% 

 

 

 

 

利用者数 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 R1年度 

障がい児 3,852  4,790  6,019  6,957  7,857  

障がい者 19,850  20,277  20,886  20,990  21,320  

 合計 23,702 25,067 26,905 27,947 29,177 

  Ｒ２.８ 構成比 

18歳未満 ３５９  28.1％ 

18歳以上 ９１９  71.9％  

 合計 １，２７８ 100% 
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（７）医療的ケア児 

  ○ 県内の医療的ケア児の数は、令和元年度に初めて調査を実施した結果、２４４人となっ

ています。 

※医療的ケア児：人工呼吸器や胃ろうの使用など、日常的に医療的ケアが必要な障がい児 

   

 Ｒ１．９ 未就学児 就学児 総数 

医療的ケア児数 ９３  １５１ ２４４ 
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３  障がい者のニーズ 

 

    第６期計画の策定に当たって、熊本県内に住む障がいのある人やその家族が日常生

活や社会生活を送る上で、実際に困っていることや必要な支援等について把握し施策

に反映させるため、アンケート調査及び障がい当事者・家族団体との意見交換〔書面〕

を行いました。 

 

＜調査結果＞ 

（１）障がい者計画に関するアンケート調査 

今回の調査では、アンケートの対象者を障がい当事者だけでなく、ご家族、障害福祉

サービス従事者、民間企業等にまで拡充して実施しました。前回調査（５年前）との比

較及び主な意見は以下のとおりです。 

 

地域移行支援   

５年前と比べて、グループホームや在宅支援サービスが良くなったとする意見が 

５０％、そう思わないとした意見が２６％でした。 

○ 重度障がいのある人が自宅以外での生活を考える時、入所施設しか選択肢がない。

地域で安心して暮らせるような施策が必要です。 

○ グループホームを増設してほしい。親亡き後の生活が不安です。 

○ 相談支援員専門員によってケア格差がある。障害福祉を支える人材の育成・確

保を図ってほしい。 

○ ＩＣＴをもっと効果的に活用して支援者の負担を減らしてほしい。 

○ 発達障がい等、外見では分かりにくい障がいについての理解や支援が必要です。 
   ○ 医療的ケアを必要とするような重度障がいのある人の療育環境が十分ではない。 

例えば、送迎や２４時間使えるようなサービスなど。 

 

保健・医療 

５年前と比べて、医療的ケアや精神障がいがある人などへの支援が良くなったとする

意見が４９％、そう思わないとした意見が２７％でした。 

○ 医療的ケア児を受け入れてくれる事業所が少ない。また、事業所や児童発達管

理責任者の資質向上等をお願いします。 

○ 保育園と幼稚園等が連携して、早期療育につながる環境の整備をお願いします。 

○ 精神障がい者の地域移行が進まない。 

○ 自殺対策の推進に力を入れてほしい。具体策が見えない。 
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教育、文化芸術活動・スポーツ  

５年前と比べて、ニーズに応じた教育や文化芸術・スポーツ支援が良くなったとする

意見が４２％、そう思わないとした意見が２９％でした。 

○ 医療的ケアが必要な児童を受け入れるための看護師の配置や手技の習得等、受 

入れる側の準備が足りないと感じます。 

○ 教職員の専門性（障がい者への理解等）に大きな差があるように感じる。先生 

方の資質向上をお願いします。 

○  障がい者が文化芸術やスポーツを通じて社会参加することは重要。障がい者が 

参画できる文化芸術活動やスポーツを充実させてほしい。スポーツができる場所 

がもっとあれば良いと思います。 

 

雇用・就業、経済的自立の支援    

５年前と比べて、働きやすい環境づくりや働く場を増やしたりする支援は良くなっ

たとする意見が４５％、そう思わないとした意見が３２％でした。 

○ 障がいのある人に対する雇用の確保は様々な形（農福連携等）で行われている 

が、あまり進んでいないと思います。 

○ 工賃水準の向上や販路拡大に向けた取組をお願いします。 

○ Ａ型就労を続けられない人も多く、Ａ型事業所から一般就職へのステップはハ

ードルが高いと感じます。 

 

情報アクセシビリティ 

５年前と比べて、障がい特性に配慮した分かりやすい情報の提供について良くなっ

たとする意見が５２％、そう思わないとした意見が２５％でした。 

○ 手話通訳できる人材が足りない。手話通訳を今後はもっと広げてほしい。奉員

の人材育成が重要だと思います。 

○ 障がい者が聞いて、見て分かりやすい情報提供をお願いします。 

 

安心・安全  

５年前と比べて、災害時に安全に非難するための支援や日常生活の移動支援などは良

くなったとする意見が５１％、そう思わないとした意見が３２％でした。 

○ 障がい特性に配慮した避難所の設備環境の充実。自閉症や発達障がい等、コミュ

ニケーション障害がある人には避難所の利用が難しいところがあります。どうすれ

ば皆がストレスを減らし利用できるかを考える必要があると思います。 

○ 災害時に、サービスを利用していない障がい者の安否確認等ができるような体 

制が必要だと感じています。 
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生活環境  

５年前と比べて、安心で快適に暮らせるまちづくり支援は良くなったとする意見が４

８％、そう思わないとした意見が３０％でした。 

○ 歩道が車道に向かって傾斜しているため、歩行器や車イスでは通りにくいと感じ

ます。できるかぎり平らな歩道にしてほしいと思います。 

○ バス・ＪＲ等では、車イスが安心して利用できるように（低床バス等）お願いします。 

 

差別の解消及び権利擁護の推進 

５年前と比べて、障がいのある人への差別をなくす取組や県民の障がいに対する理解

は良くなったとする意見が４４％、そう思わないとした意見が３４％でした。 

○ 共生社会の実現に向けた啓発活動や成年後見制度の利用促進は必要です。広く県

民に知らせてほしいと思います。 

○ 地域住民の理解不足や差別的な言動あり、社会にはまだ差別や偏見があると感じ

ています。差別に苦しんでいる障がい者は多く、意識の啓発が必要だと思います。 

 

（２）障がい当事者・家族団体との意見交換【書面】 

○ 公営住宅や空き家の活用等によるグループホームの確保や障がい者施設等にかか

わる意欲的な人材育成の支援をお願いします。 

○ 新設の駅などではバリアフリー化を徹底してほしいと思います。その際には、当事

者団体等から意見を聴く機会を設けるようにしてください。 

○ 共生社会を実現するためにも、障がいのある子もない子も地域の通常学校で共に

学ぶことを原則に、選択肢として特別支援学校を選べるようにしてほしいと思いま

す。また、学校においては医療的ケアを徹底してほしいと思います。 

○ 新型コロナウイルス感染症の発生以来、楽しみとなっていた「集まって語り合う機

会」が少なくなりました。これからの活動のあり方も変わってくると思いますが、見

る情報の重要性が見直された感を強く持っています。情報の多様化により、パソコン

やスマートフォン等を大いに活用できたらと思います。 
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４  第５期計画の成果と課題 

 

第５期計画の中間見直しから２年が経過し、計画期間が残り１年となった令和元年度末現在にお

ける数値目標の達成状況は、既に目標を達成した１３項目を含む達成率８０％以上の項目が３１件

と全体の７９％を占め、第４期計画の同時期の７３％を上回っています。また、達成率８０％未満の

８項目（全体の約２割）も全て６０％以上を達成しており、そのうち２項目は７９％台であるなど、計

画期間中の取組は概ね順調に成果が現れていると言えます。 

しかし、達成率が６割前半の項目もあることから、世の中の動きを踏まえると、第５期計画に定め

る重点化の４つの視点における以下の課題を踏まえて、第６期計画を策定する必要があります。 

 

課題１「県民みんなで障がいのある人への差別をなくす取組」 

○  障害者差別解消法の制定に先駆けて策定した、県が全国に誇る「障害のある人もない人

も共に生きる熊本づくり条例」についての県民の理解が十分に広がっていない状況です。 

また、国においても、障害者差別解消法の施行３年後の障害者権利条約を踏まえ見直し

が検討されている中で、国民一人ひとりの障がいに関する知識・理解の不足や、意識の偏り

を無くすための普及・啓発に積極的に取り組むことが求められています。 

    県においても、障がいの特性や障がいのある人への理解と併せて、本県条例や見直し後

の障害者差別解消法の周知を更に進める必要があります。 

 

課題２「地域生活への移行支援・地域生活支援」 

○  入所施設の定員削減やグループホームの整備など地域生活への移行に向けた取組は着

実な推進が図られていますが、福祉施設や精神病院からの地域移行のための支援などに

は、引き続き力を入れて取り組む必要があります。 

○  障がいのある人が地域で自立した日常生活を送るためには、一般就労の促進や職場へ 

の定着を図る取組を引き続き進めるとともに、一般就労が困難な障がいのある人の福祉的就

労の充実に向けて、工賃アップなどの取組をより一層推進する必要があります。 

 

課題３「家族に対する支援」 

○  障がい児に対する福祉サービスの増大や医療型短期入所施設、発達障害に対応できる

医療機関等の増加により家族への支援（レスパイト・ケア）の取組は着実に進展しています。 

一方で身近な地域において総合的に支援できる場や増加する医療的ケア児を支援する体

制の整備が不十分なことから、市町村や各地域の福祉施設、医療機関等との連携により、家

族への支援の充実に取り組む必要があります。 
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課題４「障がい特性に配慮した支援」 

○  障がいごとにニーズが異なることから、それぞれの障がいの特性に配慮したきめ細かな支

援を引き続き行う必要があります。 

○  日常生活における障がいに応じたコミュニケーションを支援する人材の養成や、災害時の

情報伝達体制の整備など、障がいの特性に配慮した支援の更なる充実に取り組む必要があ

ります。 

○  地域における自立した生活を支援するため、障がい特性に応じた就労支援の推進に取り

組む必要があります。 
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分野別施策 

１ 地域生活支援 

２ 保健・医療 

３ 教育、文化芸術活動・スポーツ 

４ 雇用・就業、経済的自立の支援 

５ 情報アクセシビリティ 

６ 安心・安全 

７ 生活環境 

８ 差別の解消及び権利擁護の推進 

 

第３章 
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１ 地域生活支援 

 

【施策の方向性】 

○ 障がい者の高齢化や重度化等に伴う多様なニーズに対応した居住の場の確保や、日

常生活を支える障害福祉サービスの充実を図ります。 

○ 相談支援体制の充実とともに、サービスを提供する人材の確保や資質向上などサー

ビス提供体制の充実を図ります。 

○ 多様な障がい特性に応じたきめ細やかな地域生活支援の充実を図ります。 

 

（１）地域移行・地域定着 

① 施設入所者等の地域移行支援・地域定着支援 

障がい者が入所施設等から地域生活へ円滑に移行し、安心した地域生活を継続して

送ることができるよう、市町村と連携し、障がい福祉計画に沿って、相談支援や障が

い福祉サービス等の量的・質的充実を図ります。 

 

② 自立生活の援助 

障害者支援施設やグループホームなどから一人暮らしへの移行を希望する障がい

者について、定期的な巡回訪問や随時の対応を行うサービスの提供を通して、本人の

意思を尊重した地域生活を支援します。 

 

③ 地域生活支援拠点等の整備・充実 

地域で生活する障がい者の支援の拠点となる地域生活支援拠点等の整備・充実を図

り、障がいのある人の重度化・高齢化や「親亡き後」の生活に対応できるよう、居住

支援、サービス提供体制の確保及び専門的ケアの支援を行う機能の強化を図ります。 

 

④ グループホームの整備 

障がい者が地域で安心して生活できるよう、新設や改修に係る経費の補助等を通し

て、グループホーム（共同生活援助）の整備を促進します。 

また、重度の障がい者や高齢の障がい者の地域移行を推進するため、短期入所を併

設し常時の支援体制を確保したグループホームの充実を図ります。 

 

 

 

    

※アンダーラインは主な変更点 
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（２）日常生活支援 

① 在宅サービスの量的・質的充実 

障がい者の在宅における生活を支援するため、居宅介護等のホームヘルプサービス

の量的充実を図るとともに、従事者に対して、障がいの特性に応じたより専門性の高

い研修等を行い、質的充実を図ります。 

また、長時間サービスを必要とする重度訪問介護利用者等に対して、適切な支給決

定がなされるよう、実施主体である市町村に必要な支援を行います。 

 

② 日中活動系サービスの充実 

在宅の障がい者が地域で安心して生活し、社会参加ができるよう、短期入所（ショ

ートステイ）、生活介護、自立訓練（機能訓練・生活訓練）、就労移行支援、就労継続

支援（Ａ型・Ｂ型）、就労定着支援等の日中活動系サービスの充実を図ります。 

 

③ 日中一時支援事業の充実 

障がい者の日中における活動の場を確保し、家族の就労支援や日常的に介護してい

る家族の一時的な休息が図られるよう、「日中一時支援事業」を実施する市町村を支

援します。 

 

④ 日常生活用具の充実 

重度障がい者等の日常生活上の便宜を図り、福祉の増進に資することを目的として

日常生活用具の給付又は貸与を行う「日常生活用具給付等事業」が円滑に行われるよ

う、市町村を支援します。 

 

⑤ 意思決定支援の充実 

日常生活や社会生活等において、障がいのある人の意思が適切に反映されるよう、

障害福祉サービス事業者等における意思決定支援の取組の充実を図ります。 

 

（３）相談支援 

① 相談支援体制の充実 

地域の特性に応じて多様な相談支援が行えるよう、以下の取組を通して、相談支援

体制の充実を図ります。 

○ 県自立支援協議会と地域自立支援協議会との連携のもと、障がい保健福祉圏域単

位での相談支援事業者間の情報交換 

○ 地域自立支援協議会と地域の相談機関との連携・情報共有 
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② 基幹相談支援センター設置促進 

相談支援事業者への専門的指導や人材育成、障がい者等の相談等を総合的に行い、

地域における相談支援の中核的な役割を担う基幹相談支援センターの必要性を周知

し、その設置を促進します。 

また、関係機関の連携の緊密化や地域の実情に応じた体制整備についての協議会を

設置し、その運営の活性化を図ることにより、障がい者等への支援体制の整備を進め

ます。 

 

③ 相談支援に従事する職員の養成 

指定相談支援事業所における相談支援専門員を計画的に養成するとともに、各種研

修を通して、サービス等利用計画・障害児支援利用計画の質の向上や相談支援の専門

性向上を図ります。 

 

④ 身体・知的障がい者相談員及び民生委員・児童委員への養成 

身体・知的障がい者相談員及び民生委員・児童委員が、地域で障がい者の身近な相

談相手としての役割を担えるよう、研修等を通して人材の育成及び資質の向上を図り

ます。 

 

⑤ 当事者や家族による相談活及び交流活動の推進 

関係機関との連携を通して、同じような悩みや経験を持つ当事者・家族による相 

談活動や互いに支え合う交流活動を推進します。 

 

（４）サービス提供体制 

① サービスを提供する人材の確保 

関係機関と連携し、以下の取組を通して、介護職員をはじめ、看護職員、保育士

の安定的な確保に努め、就職後の定着を図ります。 

○ 多様な人材の参入促進のため、学生に対する修学資金の貸付や就職説明会の開

催、学生や離職者に対する職場体験、福祉職の魅力発信等を行う。 

○ マッチング機能の強化のため、ハローワーク等の関係機関との連携強化による求

人求職情報の発信や、合同就職面接会の実施による就労へのマッチング等を行う。 

○ 定着支援として、ロボットやＩＣＴ等の導入支援による現場の負担軽減、研修

等の実施によるキャリアアップの支援や多様化する課題への対応、リーダー的職

員養成等を行う。 

○ 再就職支援として、ハローワーク等の関係機関との連携による求人施設と求職

者間の条件面の調整等を行います。 
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② サービスを提供する人材の養成 

障害福祉サービス事業所の職員が共生社会の理念を理解し、障がい者やその家族の

意思を尊重しながら必要な支援を円滑に実施することができるよう研修の実施等を

推進するとともに、職員に対し必要な指導を行う者を養成し配置を促進します。 

また、市町村職員だけでなく、障害支援区分認定調査員や医師意見書を記載する主

治医等への研修等を行い、県内サービス提供の均てん化を図ります。 

 

③ サービスの質を高める取組の促進 

障害福祉サービス事業者の質の向上を図るため、事業者等に対する指導や研修等を 

適切に実施するとともに、障がい者等が個々のニーズに応じて良質なサービスを選択

できるよう、情報公開制度の活用を促進します。 

また、「福祉サービス第三者評価制度」の普及啓発や「福祉サービス運営適正化委

員会」の苦情解決制度の周知を進めます。 

 

④ 継続的なサービス提供体制の確保 

ＩＣＴやロボット技術の導入等により、障がい福祉サービス事業者等が行う業務の

効率化や職員の負担軽減、衛生管理、生産性の向上を図る取組を支援し、継続的なサ

ービス提供体制の確保に努めます。 

 

（５）障がい特性に配慮した地域生活支援 

【発達障がい】 

① 発達障がい者支援センターなどによる総合的な支援 

県内全域において、身近な地域で適切な相談支援が受けられるよう、発達障がい者

支援センターやこども総合療育センター、児童発達支援センター等の関係機関が連携

し、以下の取組を通じて、発達障がい児（者）のライフステージに応じた切れ目のな

い総合的な支援の充実を図ります。 

○ 県発達障がい者支援センターに地域支援マネージャーを配置し地域の支援体制

を強化するとともに、広く県民を対象とした講演会の開催等を通して発達障がい

の理解を促進します。 

○ 発達障がい児（者）やその家族を支援している保育士、教員、施設職員等を対象

に専門的なプログラムによる講座を実施し、関係機関のリーダーとなる支援者を

養成します。 

○ 成長の過程等を記録したサポートファイルなどを活用し情報共有を行うなど、

関係機関との連携を強化します。 
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② 発達障がい児（者）への医療提供体制の整備等 

発達障がいの早期発見・早期支援のため、身近な地域でいつでもかかりつけ医や地

域医療機関を受診できるよう、以下の取組を通じて、医療提供体制の整備を行います。 

○ 発達障がい医療センターにおいて、地域医療機関に対する発達障がいの知識・技

術を習得するための研修や診療への助言等を行い、発達障がいを診断できる医師の

増加を図ります。 

○ 県発達障がい者支援センターにおける専門心理士の配置や、市町村保健師のアセ

スメントスキルを向上させること等により、長期化する専門的医療機関の待機解消

を図ります。 

 

③ 発達障がい児（者）の家族への支援の充実 

発達障がいのある子どもを育てた経験がある保護者を「ペアレントメンター」とし

て養成し、発達障がいの診断を受けて間もない子どもの家族に寄り添った支援を行い

ます。 

また、育児に不安がある保護者や仲間関係を築くことに困っている保護者などを、

地域の支援者（保育士、保健師等）が効果的に支援するペアレントプログラムなどを

実施し、家族支援の充実を図ります。 

 

【医療的ケア及び重症心身障がい】 

④ 医療的ケア児（者）及び重症心身障がい児（者）への支援 

医療的ケアが必要なＮＩＣＵ（新生児集中治療室）退院児等の在宅移行を支援す

るため、小児訪問看護ステーション相談支援センターや小児在宅医療支援センター

が中心となり、地域の訪問看護師や理学療法士、中核となる病院、市町村等との連

携を強化し、円滑な在宅移行・在宅療養支援の取組を進めます。 

また、医療的ケア児（者）及び重症心身障がい児（者）に対する支援を総合調整する

コーディネーター、保育所、学校、事業所等での支援者の養成を行うとともに、保健、

医療、福祉、教育等の関係機関と連携を図るため、協議の場の設置を推進します。 

併せて、常時介護を必要とする障がい者が、自らが選択する地域で生活できるよう、

日中及び夜間における医療的ケアを含む支援の質と量の充実を図ります。 

 

⑤ 医療的ケア児（者）及び重症心身障がい児（者）の家族への支援の充実 

在宅の医療的ケア児（者）及び重症心身障がい児（者）に対して、居宅介護、短期

入所、日中一時支援、児童発達支援等を提供することで、家族へのレスパイトを促進

できるよう、障がい児（者）が身近な地域で必要な支援を受けられる体制の充実を図

ります。 

また、特に医療的ケアを必要とする重度の障がい児（者）を受入れることができる

医療型の短期入所事業所の設置促進のための支援を行います。 
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【強度行動障がい】 

⑥ 強度行動障がいのある人への支援 

強度行動障がいのある人の特性や、発現に至る背景等を理解し、適切な支援を行う

ことができるよう、障害福祉サービス事業所等の職員に対して支援方法等の研修を行

います。研修では、実践的な事例の検討を行いながら、職員の支援技術の向上を図る

ことにより、強度行動障がいのある人の生活の質の向上に取り組みます。 

 

【高次脳機能障がい】 

⑦ 高次脳機能障がいのある人への支援 

高次脳機能障害支援センターに支援コーディネーターを配置し、専門的な相談支

援、関係機関との連携、高次脳機能障がいの正しい理解のための普及啓発や各種研修

の支援等を行い、相談支援体制の確立を図ります。 

 

【難病】 

⑧ 難病患者に対する障害福祉サービス等の適切な提供 

障害福祉サービス等の支給対象となる難病患者に対し、障害福祉サービス等を適切

に提供するため、市町村等を通して障害福祉サービスや地域生活支援事業に関する制

度の周知を行います。 

また、病状の変化や進行等の難病の特性に配慮しながら適正な認定業務が行われる

よう、障害支援区分認定調査員研修会や市町村審査会委員研修会、主治医研修会にお

いて、難病患者に対する調査方法等について理解促進を図ります。 

 

⑨ 保健所及び難病相談・支援センター等による支援 

各保健所において、難病患者やその家族の療養上の不安を解消するととともに、適

切な在宅療養生活ができるよう、訪問相談、医療相談等による個別支援を実施するほ

か、「難病対策地域協議会」により、医療・行政等関係者の連携の緊密化を図り、地

域の実情に応じた支援体制の整備を図ります。 

また、熊本市と共同で運用する難病相談・支援センターにおいて、難病患者やその

家族の悩み、不安等を解消し、療養生活の質の維持向上を図るため、日常生活上の相

談に応じ、必要な情報の提供や支援を行うとともに、地域交流活動、就労支援、講演

会や研修会等を実施します。 

 

⑩ 病気の治療と仕事の両立 

「熊本県難病患者就労支援ネットワーク会議」を設置し、当事者団体をはじめ、熊

本労働局や就業支援団体、企業代表等と共に、難病患者の就労環境の整備などに向け

て、課題の共有や連携した取組を進めます。  
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２ 保健・医療 

 

【施策の方向性】 

○ 療育機関と保健、医療、教育の関係機関との連携強化を通して、地域療育体制の充

実を図るとともに、身近な地域で支援を受けられるよう、障害児通所支援の整備や支

援の質の向上を図ります。 

○ 精神障がいのある人が安心して地域生活を送ることができるよう、精神障がいに

も対応した地域包括ケアシステムを推進します。 

○ 自立支援医療費の給付や重度心身障がい児（者）医療費の給付を通して、医療費の

負担軽減を図ります。 

 

（１）療育 

① 地域療育体制の充実 

１次圏域から３次圏域の３層構造からなる療育支援体制を構築し、各療育機関と保

健、医療、教育の関係機関との連携強化を通して、地域療育体制のより一層の充実を

図ります。 

また、身近な地域で支援を受けられるよう、児童発達支援、医療型児童発達支援、

放課後等デイサービス、保育所等訪問支援などの障害児通所支援体制の整備や支援の

質の向上を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※アンダーラインは主な変更点 
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② 早期発見・早期支援の推進（１次圏域） 

市町村の保健師や保育士等に対する研修等を通して、障がい児への対応技術や保護

者への支援技術の向上を図り、乳幼児期における障がいの早期発見・早期支援を推進

します。 

また、発達障がい者支援センターやこども総合療育センターの専門的な支援のも

と、２次圏域（障がい保健福祉圏域）ごとに設置した地域療育センター（児童発達支

援センター）が１次圏域の障害児通所支援事業所の支援を行い、身近な地域で適切な

療育が受けられる体制を整備します。 

 

③ 地域療育センター（児童発達支援センター）による支援（２次圏域） 

２次圏域において療育の中核機関となる地域療育センター（児童発達支援センター）

が実施する療育事業に対する支援を市町村と協力して行います。 

また、圏域内の療育関係機関を構成メンバーとする「地域療育ネットワーク会議」

において、地域療育の課題について情報を共有し、課題解決に向けた対応策の検討

を行うとともに、圏域内の療育関係者の連携強化を図ります。 

 

④ こども総合療育センターにおける療育支援（３次圏域） 

専門的な療育機能を有するこども総合療育センターにおいて、地域療育センター

（児童発達支援センター）等からの要請に応じて専門スタッフを派遣するとともに、

療育に関する情報提供や研修等を行うことにより、地域における療育活動を総合的

に支援します。 

 

（２）精神保健医療 

① 精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの推進 

精神障がい者の地域への移行、定着が進むよう、関係機関と連携し退院後の支援を

行います。 

また、精神障がい者とその家族が地域の一員として安心して自分らしい暮らしをす

ることができるよう、研修等による人材の育成や保健・医療・福祉関係者による協議

の場等を通じて、精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの推進を図ります。 
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② 精神科救急医療体制の強化 

休日・夜間において、精神疾患の急変等により緊急に精神科治療を必要とする患者

に対し、迅速かつ適切な医療を提供するため、病院群輪番制による精神科救急医療体

制を整備します。 

併せて、精神科救急情報センターにおいて、休日・夜間に本人やその家族等からの

電話相談を受け、病状に応じた受診先の紹介等を行います。 

また、精神・身体合併症の患者の受入体制の確保を図り、適切な精神科救急医療を

早期に受診できる体制を確保します。 

 

③ 精神保健福祉センターの機能充実 

近年の複雑多様化する精神保健福祉の課題に対応するため、精神保健福祉に関する

技術的中核機関である精神保健福祉センターにおいて、保健所や市町村等の関係機関

に対し技術指導・技術援助を積極的に行います。 

また、こころの悩みをはじめ、依存症やひきこもり等幅広い精神保健福祉に関する

相談に対応し、本人やその家族への支援の充実を図ります。 

 

④ こころの医療センターの機能充実 

こころの医療センターにおいて、民間精神科病院等での対応が困難な患者の治療

を行うとともに、短期治療型病院を目指して、早期の社会復帰支援活動や地域での

自立支援活動等に取り組みます。 

また、発達障がいへの対応を含む児童・思春期の外来・入院診療体制を維持して

いく等、精神科医療を取り巻く環境の変化に応じた新たな取組を積極的に実施しま

す。 

 

⑤ 医療機能の明確化・相互の連携 

患者本位の医療を提供するため、多様な精神疾患等ごとの受診可能な医療機関の一

覧表を保健医療計画やホームページに掲載するなどして、精神医療機関の役割分担や

相互の連携体制の整備を図っていきます。 

 

⑥ 自殺対策の推進 

自殺者を更に減少させ、誰も自殺に追い込まれることのない社会を実現するため、

熊本県自殺対策行動計画に基づき、相談体制の充実や相談窓口の周知など自殺対策を

推進します。 

また、特に自殺死亡率の高い地域での自殺予防ゲートキーパーの重点的な養成や市

町村自殺対策計画策定の助言や支援などを行い、地域の実態に即した効果的な自殺対

策に取り組みます。 
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⑦ 依存症対策の推進 

患者本人やその家族が依存症からの回復を図るため、依存症専門相談、依存症回復

支援プログラム、家族ミーティング等による支援を行い、相談拠点を中心とした相談

支援体制の強化を図ります。 

また、アルコール健康障害対策推進計画に加え、今後、ギャンブル等依存症対策推

進計画を新たに策定し、専門医療機関や治療拠点機関を選定して医療体制を整備する

など、依存症対策に取り組みます。 

 

⑧ 心神喪失者等医療観察法に基づく精神保健医療の提供 

心神喪失者等医療観察法指定医療機関や保護観察所等と連携し、心神喪失等の状態

で重大な他害行為を行った者への精神保健医療の提供や地域生活の支援を行います。 

 

⑨ 精神医療における人権の確保 

精神医療における虐待防止等、人権の確保を図るため、精神医療審査会の運営や精

神科病院の実地指導を行います。 

 

（３）保健・医療 

① 医療費負担の軽減 

障がい児（者）の医療費負担を軽減するため、自立支援医療費を給付するとともに、

重度心身障がい児（者）の医療費について助成します。 

 

② 障がい児（者）への歯科保健医療の提供 

障がい児（者）の歯科疾患の予防及び口腔機能の維持向上を図るため、障がい児（者）

施設への訪問を通じて施設職員や保護者に対し、むし歯予防や口腔清掃等の指導を推

進します。 

また、歯科医師や歯科衛生士を対象に障がいの特性に応じた治療方法についての研

修を行うなどにより知識や技術を有する歯科専門職の育成を促進するとともに、障が

い児（者）が受診可能な歯科医療機関の増加に取り組みます。 

併せて、熊本県歯科医師会立口腔保健センターの診療体制強化及び地域の歯科診療

所への技術支援など、県内全域の障がい児（者）歯科診療体制を強化するために必要

な支援を行います。 

  

35



３ 教育、文化芸術活動・スポーツ 

 

【施策の方向性】 

○ 障がいのある幼児児童生徒が就学前から卒業後まで切れ目ない指導・支援を受け

られるよう、一人一人のニーズに応じた支援の充実を図るとともに、教育の充実に向

け、教員の専門性向上や教育環境の整備を図ります。 

○ 障がいのある人とない人が共に学ぶインクルーシブ教育システムを推進するとと

もに、読書環境整備等により生涯学習活動を支援します。 

○ 文化芸術活動やスポーツ等への参加を通して、障がいのある人の生活を豊かにす

るとともに、県民の障がいへの理解と認識を深め、障がいのある人の自立と社会参加

を促進します 

 

（１）教育による支援体制 

① 一人一人の教育的ニーズに応じた教育支援の充実 

保護者参画のもと幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズに基づいた個別の教育支

援計画を作成し、これをもとに学校と保護者、福祉、保健、医療、労働等の関係機関

が支援内容等について情報を共有し、支援の成果について適切に評価・見直しを行う

など、活用を進めます。   

また、就学前から卒業後まで切れ目ない指導・支援を受けられるよう、個別の教育

支援計画による適切な引継ぎを促進します。 

   

② キャリア教育の充実 

キャリア教育を推進するとともに、キャリア教育の視点を踏まえ、進学や就労に

向けた支援を充実させます。 

また、特別支援学校にキャリアサポーターを配置し、就労機関と連携した就労支

援を進めるとともに、熊本県特別支援学校技能検定の実施により、特別支援学校に

おける職業教育の充実を図ります。特別支援学校や高等学校で学ぶ障がいのある生

徒の就労先の開拓や就労後の定着に向け、就労に係る関係機関によるネットワーク

会議の実施により連携を強化します。 

 

 

 

 

 

 

※アンダーラインは主な変更点 
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③ 特別支援学校のセンター的機能の充実 

各地域における特別支援学校のセンター的機能を支える県全体の特別支援教育推

進の拠点を熊本はばたき高等支援学校に置き、各特別支援学校の専門性の集約、特別

支援学校コーディネーターが知り得た地域の小中高で学ぶ特別な教育的ニーズのあ

る子供たちへの支援に関する情報の一元化を図ります。 

また、特別支援学校コーディネーター連絡会議（研修を含む）等による特別支援学校

コーディネーターの専門性向上など、特別支援学校のセンター的機能の充実を図ります。 

 

④ 医療的ケアを必要とする重度・重複障がいのある児童生徒への支援 

日常的・継続的に医療的ケアを必要とする児童生徒が在籍する特別支援学校に、

看護師を配置します。看護師の配置は、県教育委員会が委託契約を結んだ医療機関

からの配置、県教育委員会が直接看護師を雇用しての配置など、保健、医療・福祉

部局と連携して行います。 

また、人工呼吸器を装着している児童生徒に対して、「人工呼吸器装着児童生徒看

護師利用補助事業」を実施し、安全で安心な学習環境を整備するとともに、保護者

の介護負担の軽減を図ります。 

 

⑤ 全ての学校における支援体制の充実 

管理職を対象とした特別支援教育に関する研修を実施し、体制の整備や職員への

指導など、管理職によるリーダーシップの発揮を促進することで校内支援体制の充

実を図ります。 

また、在籍数が増加している小中学校の全ての特別支援学級担当者を対象とした

指導力向上のための研修実施の他、高等学校における通級による指導の拡充、特別

支援教育支援員の配置促進により、特別な教育的支援を必要とする児童生徒への指

導・支援の充実を図ります。 

 

（２）教員等の専門性向上 

① 教員の専門性向上 

特別支援学級を担当する全ての教員の専門性の向上を図るため、障がい理解や教育

課程編成、自立活動に関する研修を実施します。また、通級指導教室を担当する教員

を対象に連絡会を開催し、担当者の指導力向上を図ります。 
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② 放課後児童支援員の専門性向上と配置の支援 

放課後児童クラブを利用する障がい児は増加しており、放課後児童支援員認定資格

研修や放課後児童支援員等資質向上研修により支援員の資質向上を図るとともに、専

門知識等を有する支援員の配置を支援します。 

 

③ 保育士の専門性向上 

保育所等において、障がい児保育に対するニーズが高まっている現状を踏まえ、保

育士の専門性の向上を図るための研修を実施します。 

 

（３）インクルーシブ教育システム 

① インクルーシブ教育システムの推進 

障がいのある子どももない子どもも、障がいの有無にかかわらず可能な限り共に

学ぶことを追求するとともに、個々の幼児児童生徒の教育的ニーズに応えることが

できる多様な学びの場における支援の充実を図ります。 

また、「早期からの教育相談などによる保護者への教育に関する情報提供」、「本人・

保護者の意見を尊重しつつ、障がいの状態や教育的ニーズ、学校や地域の状況等を

踏まえた総合的な観点からの就学先の決定」、「発達の程度や適応の状況等に応じた

柔軟な学びの場の見直し」、「基礎的環境整備」、「設置者・学校と本人・保護者が可

能な限り合意形成を図った上で決定された合理的配慮の提供およびその柔軟な見直

し」が適切に行われるよう、市町村教育委員会に働きかけます。合理的配慮協力員

の活用により、合理的配慮に関する相談対応の充実を図ります。 

さらに、共生社会の形成に向けて、障がいのある子どもとない子どもの相互理解

を深め、社会性や豊かな人間性及び多様性を尊重する心を育むことができるよう、

交流及び共同学習に取り組みます。 

 

（４）教育環境整備 

① 県立特別支援学校の教育環境整備 

知的障がい特別支援学校の教室不足や過密狭隘化という課題に対応するため、県立

特別支援学校整備計画【改定版】に基づき、必要な教育環境の整備を進めます。 

 

② 学校施設等のバリアフリー化 

県立高校等におけるバリアフリー化を推進するため、エレベーターやスロープの設

置、多目的トイレの整備等、障がい児（者）の受け入れに必要な施設の改修等に必要

な支援を行います。 
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（５）生涯を通じた多様な学習活動の支援 

① 生涯を通じた学習活動の支援 

障がい者の各ライフステージにおける学びを支援し、障がい者の地域や社会への参

加を促進し、共生社会の実現のため、生涯学習講座の充実を図ります。また、会場に

来なくても学習を行うことができるように、動画配信講座を充実させます。 

 

② 公立図書館における障がいのある人の読書環境の整備 

点字図書館等関係機関及び障がい当事者の意見を反映した読書バリアフリー法（視

覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律）に基づく県の計画を策定し、県立

図書館をはじめ、各市町村立図書館、各種学校図書館等で、視覚障がい者等（視覚障

がい、発達障がい、肢体不自由等の障がいにより書籍について視覚による表現の認識

が困難な者）に対してアクセシブルな電子書籍の提供等が可能となるよう、読書環境

整備を推進します。 

 

（６）文化芸術・スポーツ 

① 文化芸術を通した社会参加の促進 

       障がい者による文化芸術活動を推進するため、以下を県の「障がい者による文化

芸術活動の推進に関する計画」の取組と位置づけ、文化芸術活動を通じた障がい者

の個性と能力の発揮及び社会参加を促進します。 

〇 くまもと障がい者芸術展等の開催や障がい特性に配慮した鑑賞環境の整備等に

より、作品等の発表機会や鑑賞機会の確保とともに、福祉施設や教育機関等にお

ける障がい者の創造的活動等創造機会の拡大を図ります。 

〇 障がい者の芸術文化活動に係る相談支援、人材の育成、関係者のネットワーク

づくり、発表機会の確保、作家や作品を含む情報収集・発信に関する活動を支援

します。 

〇 民間支援団体との協働により、芸術性の高い作品や作者の発掘や、作品評価と

権利保護に関する取組を進めます。 

〇 県のホームページ等を活用し、県内の障がい者の芸術文化活動に関する積極的

な情報発信を行います。 

〇 生涯学習活動などを通じて、芸術文化活動等に自ら参加する障がい者の意識啓

発を図るとともに、障がい者自身や障がい者関係団体による芸術文化活動の取組

みを支援し、障がい者の芸術分野における活動の広がりを促進します。 
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② スポーツを通した社会参加の促進 

「くまもと障がい者スポーツ大会（県大会）」や「地域精神障がい者スポレク大会

（ふれあいピック）」等の県下全域から参加できる大会を継続して開催することで、

障がい者の社会参加を推進します。 

また、東京パラリンピックを機に、障がい者スポーツへの理解や参加を促進する

ため、障がい者スポーツの体験会の開催や選手の発掘・育成、指導者の養成などに

関係者と協力・連携して取り組みます。 
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４ 雇用・就業、経済的自立の支援 

 

【施策の方向性】 

○ 障がいのある人の自立に向けて、雇用、福祉、保健、教育等の関係機関が連携し、

障がいのある人の就労支援や職場定着支援の取組を強化します。 

○ 職業訓練等を通して、障がいのある人の技能や能力の向上を図るとともに、障がい

のある人の能力が十分に生かされるよう、企業や事業所の理解促進や意識啓発を進

めます。 

○ 福祉と農業の連携による就労支援の取組など多様な就労支援を推進します。 

○ 工賃水準の向上のための取組として、障害者就労施設等からの優先調達や新たな 

販売スタイルの活用を推進します。 

 

（１）雇用促進 

① 企業等の障がい者雇用への理解促進 

企業等が実施する障がい者雇用に関するセミナー等への講師の派遣や、障がい者を

積極的に雇用した事業所と優秀勤労障がい者を讃える知事表彰等を通して、企業の障

がい者雇用への理解促進を図ります。 

また、国や県の制度など雇用と生活支援に関する事業主に役立つ情報を整理し提供

します。 

 

② 総合的な就労支援体制の構築 

福祉、教育、医療などから雇用の一層の推進のため、県内６カ所に設置している障害

者就業・生活支援センターにおいて、地域の関係機関と密接に連携し、職場実習の推進

や雇用前の雇入れ支援から雇用後の職場定着支援までの一貫した支援を実施します。 

また、支援が途切れることがないよう、教育機関等との連携を強化し、当該センタ

ーへの登録を推進するなど、切れ目のない支援体制の強化を図ります。 

 

③ 障がい者の雇用拡大・職場定着支援 

企業等に雇用されている障がい者の職場定着を図るため、障害者就業・生活支援セ

ンターによる定期的な職場訪問や本人への面談など、地域の関係機関と連携して障が

いの特性に応じた計画的な支援を行い、事業主、障がい者双方が持つ課題の早期発見

と解決を図ります。 

併せて、若年性認知症を発症した人に対しては、企業等において適切な対応ができ

るよう理解促進を図ることで就労の継続を支援するとともに、障がい者就労支援施設

での受入れなど、その人の状態に応じた就労を支援します。 

※アンダーラインは主な変更点 
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（２）職業能力開発 

① 職業訓練の充実 

障がい者の一般就労を促進するため、県立高等技術専門校が行う職業訓練におい

て、企業で必要とされる職業能力に対応したきめ細かな訓練の実施や、就職先事業所

の新規開拓などの取組を強化します。なお、就労移行支援事業所等における障がい者

委託訓練については、障がい者の態様や地域バランスを考慮した訓練コースを設定

し、訓練内容の多様化・充実を図ります。 

また、地域における雇用、福祉、教育等の関係機関との連携を強化するとともに、

障がい者の職業能力の開発・向上の重要性に対する事業主や県民の理解を高めるため

に、障がい者職業訓練の普及・啓発を行います。 

 

② 障がい者の職業能力への理解及び雇用促進 

障がい者を積極的に雇用した事業所と優秀勤労障がい者に対し知事表彰を行うこ

とで、努力を讃えるとともに広く県民に周知し、障がい者の雇用の促進を図ります。 

また、熊本県障がい者技能競技大会（アビリンピック熊本大会）を開催するととも

に、障害者技能競技大会（アビリンピック全国大会）や世界大会への派遣等を通して、

障がい者の職業能力に対する社会の理解と認識を高めます。 

 

（３）多様な就労支援 

① 福祉と農業の連携による就労支援 

ＪＡ等農業者団体などの関係機関と連携を図り、障害者就労施設と農業者のマッ

チングを中心に、農福連携を計画的に進めます。 

併せて、障害者就労施設職員の農業に関する技術力向上、農業者の障がいに対す

る理解促進等を進め、農業分野で障がい者が就労の場を確保できるよう取組を進め

ます。 

また、林業や水産業の分野においても、既存の取組状況を把握する等、新たな就

労の場の確保に取り組みます。 

 

② 多様な障がいの特性等に応じた就労支援 

短時間勤務やテレワーク等による在宅就労、雇用施策との連携による重度障がい者

等の就労支援を促進するなど、多様な障がい特性や障がいの状況、生活実態等に応じ

た就労環境の整備に努めます。 

 

 

 

42



 

（４）福祉的就労の底上げ 

① 就労継続支援Ａ型事業所への指導・支援 

就労支援Ａ型事業所における就労の質の向上のため、事業所の生産活動の収支を利

用者に支払う賃金の総額以上とするなどとした取扱いを徹底します。 

また、市町村等との連携により、安易な事業参入の抑制を図るとともに、基準を満

たさない事業所に経営改善計画の提出を求めることにより、事業所の経営状況を把握

した上で、専門家等を活用して必要な指導・支援を行います。 

 

② 工賃水準の向上に向けた取組の推進 

就労継続支援Ｂ型事業所等の利用者の工賃向上を図るため、工賃向上計画を策定

し、以下の取組を実施します。 

○ 県、市町村、国の機関等の障害者就労施設等からの優先調達を促進するための展

示・商談会等の開催及び大型商業施設等での販売会の開催 

○ 商品等の開発・販路拡大、農業と福祉の連携の取組等に関する施設の管理者及び

実務者向けの各種研修会の開催や、専門アドバイザーの派遣 

○ 農業関係業務請負支援（農福連携コーディネーター事業） 

○ 共同受注窓口の活用促進 

 

③ 優先調達の推進 

毎年、熊本県障がい者優先調達推進方針を作成し、障がい者就労施設等が提供する

物品・サービスの優先調達を推進します。 

また、企業や事業所において、障害者就労施設からの製品購入、トライアル雇用、

正式雇用と段階的に取組が広がるよう事業者団体等と連携して取り組みます。 

 

④ 新たな生活様式に対応した販売方法の活用推進  

就労継続支援事業所等において、インターネット等を活用した新たな生活様式に対

応した販売スタイルの活用が促進されるよう支援します。  

 

（５）経済的自立の支援 

① 経済的自立の支援 

障がい者の経済的自立・生活の安定を支援するため、熊本県心身障害者扶養共済制

度条例に基づき、心身障がい者に対して年金等を支給します。 

また、障害基礎年金等の国の年金制度や、特別児童扶養手当、特別障害者手当、障

害児福祉手当等の各種手当について、受給要件や手続など制度の分かりやすい周知に

取り組みます。  
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５ 情報アクセシビリティ 

 

【施策の方向性】 

○ 障がいのある人が必要な時に必要な情報が得られるよう、障がい特性に配慮した

情報の提供など情報のバリアフリーを推進します。 

○ 意思疎通支援を行う人材の養成やヘルプカードの普及、手話言語条例の制定等に

より、障がいのある人が意思表示やコミュニケーションを円滑に行うことができる

よう支援します。 

 

（１）情報バリアフリー 

① 分かりやすい広報の推進 

県広報紙の点字版・録音版作成や、県政広報テレビ番組への字幕挿入、知事会見へ

の手話通訳の導入など、障がい者に配慮した分かりやすい広報を推進します。 

また、県のホームページについては、音声読み上げソフトへの対応や、文字の読み

やすさ、操作のしやすさなど、障がい者が利用しやすい工夫をします。 

 

② 障がい特性に応じた情報の提供 

点字図書館において、コンピュータネットワークを活用した点字による新聞情報等

の即時提供を行うとともに、県立図書館とも連携し、視覚障がい者の情報取得を支援

します。 

また、聴覚障がい者情報提供センターにおいて、手話字幕付きビデオによる生活

情報、ニュースの提供や情報誌の発行等をはじめ、字幕入りＤＶＤ等の制作や貸出を

行い、聴覚障がい者の情報取得を支援します。 

 

③ 災害時における情報伝達体制の整備 

災害時において視覚・聴覚障がい者へ正確な情報を伝達するため、知事記者会見や

知事メッセージに、手話通訳を導入するとともに、音声や手話入りの会見等の動画を

速やかにホームページに掲載するなど、障がい特性に配慮した情報発信を推進します。 

また、障がい者への避難情報等の伝達のため、「防災情報くまもと」を活用した市

町村による迅速・的確な情報発信を支援します。 

 

 

 

 

 

※アンダーラインは主な変更点 
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（２）意思疎通支援 

① 意思疎通支援を行う人材の養成・確保 

視覚、聴覚、言語障がい者の意思疎通支援のため、以下のとおり取り組みます。 

○ 視覚障がい者のコミュニケーション支援を行う点訳奉仕員及び朗読奉仕員等の 

養成 

○ 聴覚障がい者のコミュニケーション支援を行う手話通訳者及び要約筆記者の養成 

○ 盲ろう者のコミュニケーション支援を行う通訳・介助員の養成 

○ 失語症者向けの意思疎通支援者の養成 

○ 音声機能障がい者の発声訓練に携わる音声機能障がい発声訓練指導者の養成 

 

② 意思疎通支援の推進 

地域における障がい者の意思疎通支援を推進するため、以下の取組を行います。 

○ 手話通訳者や要約筆記者の派遣が円滑に行われるようコーディネーターによる

支援を行います。 

○ 障がいに応じた情報の取得や円滑なコミュニケーションを図るための視覚障害

者用拡大読書器、視覚障害者用活字文書読上げ装置等の購入を支援します。 

○ 身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の聴覚障がいのある児童に

対する補聴器購入助成を支援します。 

○ 内部障がい者、難病患者、発達障がい者など、援助や配慮を必要としている障

がい者等が、周囲の人に配慮を必要としていることを知らせるためのヘルプカー

ドの普及・啓発を行います。 

○ 手話言語に関する条例を制定し、県、県民、事業者、市町村等が一体となって

「言語としての手話の認識の普及」「手話通訳を行う人材の育成」及び「手話を習

得する機会の確保」等を総合的かつ計画的に推進します。 

 

③ 情報通信技術等の活用促進 

円滑なコミュニケーションを図るための情報通信機器（スマートフォン、タブレ

ット端末等）などの操作方法の研修や情報提供等を通して活用を支援します。 

また、聴覚障がい者の方がタブレット等情報通信機器を使って遠隔手話通訳等を

利用できるように、遠隔手話通訳サービスの体制強化を行います。 
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６ 安心・安全 

 

【施策の方向性】 

○ 災害時の安全が確保されるよう、障がいの特性や地域の実情等を踏まえた市町村

における避難支援体制の整備を支援します。 

○ 感染症流行時における継続したサービス提供体制や、適切な医療・検査を受けるこ

とができる体制を整備します。 

○ 障がいのある人の日常生活における外出・移動支援の充実を図ります。 

○ 障がいのある人が地域で安心して暮らすことができるよう、防犯や消費者トラブ

ル防止等の安全対策の推進や、地域における交流の場の充実を図ります。 

 

（１）災害対策 

① 避難行動要支援者の避難支援に係る個別計画の策定支援等 

平成２８年熊本地震及び令和２年７月豪雨の課題を踏まえ、災害発生時の避難等に

特に支援を必要とする方（避難行動要支援者）の円滑かつ迅速な避難の確保を図るた

め、障がい等の特性に応じた個別計画及び各市町村の「避難所運営マニュアル」や「福

祉避難所運営マニュアル」の策定・見直しを支援します。 

また、障がいのある人の円滑な避難や、障がいのある人に十分配慮した避難所設

営・運営を行うため、「障がい者の特性に応じた平時・災害時の対応指針」や「避難

所における発達障がい児者への配慮事項等」の更なる周知を図ります。 

更に、災害時、福祉避難所が機能を発揮するために必要な取組を示した当該運営マ

ニュアルを活用しながら、各市町村と連携して研修や訓練の実施による実効性の確保

を図るとともに、障がいのある人や住民の方への福祉避難所制度の周知についても取

り組みます。 

 

② 避難所における支援体制の充実 

指定避難所において、多目的トイレや必要な物資の確保、福祉避難スペースの設置

等による障がい等の特性に応じた配慮を行うとともに、必要な物資や機材・人材が確

保された福祉避難所が速やかに設置されるよう、市町村の取組を支援します。 

また、市町村における、通所型福祉施設や一般宿泊施設等との福祉避難所に関する

協定締結を推進するとともに、市町村内の福祉避難所で対応が困難となった場合の広

域的な避難に関する協力体制の構築を行います。 

 

 

 

※アンダーラインは主な変更点 
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③ 被災者の安心・安全の確保 

被災者の安全・安心を確保するため、以下について取り組みます。 

○ 災害発生時に、状況に応じて熊本県災害派遣精神医療チーム（熊本ＤＰＡＴ）や

熊本県災害派遣福祉チーム（熊本ＤＣＡＴ）を被災地へ派遣し、支援を行います。

このため、平時から災害を念頭においた関係機関による連携体制の構築を図るとと

もに、発災後速やかにチームを派遣できるよう、チーム構成員の技術の向上等を図

るための研修や訓練を実施します。 

○ 災害発生時に被災地域からの患者の受け入れや広域搬送に係る対応等を行える

よう、災害拠点精神科病院を整備します。 

○ 災害発生時は、設計からバリアフリーの考え方を取り入れた建設方法をベースと

し、国と協議し早急に建設型応急住宅を整備します。 

○ 被災地の精神保健福祉機能の向上を図るため、関係機関が連携し、被災者の心の

ケアや支援者の支援等を行います。 

   

    ④ サービスの利用再開に向けた支援 

被災後の被災者の生活状況を把握し、実情に即したサービスの利用が再開できるよ

う、相談支援事業所等と連携した迅速な支援を行います。 

 

⑤ 入所施設等における災害対策の促進 

障害者支援施設やグループホーム等に対する耐震化整備やスプリンクラー設備整

備のための助成を優先的に行い、施設等の耐震化・防火対策等を促進します。 

また、入所施設等における災害時の避難確保計画の策定や避難マニュアルの整備、マ

ニュアル等に基づく避難訓練の実施など、災害時の避難体制整備を促進します。 

 

⑥ 災害により被害を受けた障がい者福祉施設等の復旧 

災害等により被害を受けた障がい者福祉施設等について、復旧のための取組を支援

します。 

 

（２）感染症対策 

① サービス提供体制の継続支援 

障がい者やその家族にとって必要不可欠なものである障害福祉サービス等が、感染

症の流行時においても継続して提供できるよう、施設等の職員に対する事前の研修や

訓練等の充実を図るとともに、施設等における衛生用品等の準備や個室化等の環境整

備、負担軽減のためのＩＣＴの導入等を支援します。 

      また、感染者が発生した施設等におけるサービス提供の継続のため、職員や物資等

に不足が生じた場合の緊急的な支援体制を整備します。 
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② 在宅の重度障がい者等への支援 

在宅で生活している医療的ケア児者や重症心身障害児者等に対し、消毒用エタノー

ルやサージカルマスクなどの衛生用品を感染症の流行時にも供給できる体制の整備を

図ります。 

      また、本人や介助者の入院が必要となった場合には、状況に応じて医療機関での付

き添いや入院、短期入所事業所等の利用などを含めた対応の調整を、関係機関と協力

して行います。 

 

③ 医療・検査体制等の整備 

感染症に感染し医療機関への入院が必要となった障がい児者に対しては、症状の変

化を勘案のうえ、それぞれの障がい特性を踏まえて、関係機関と連携のうえ受け入れ

医療機関の調整を行います。特に、入所措置の方を含む精神疾患を有する感染症患者

については、関係機関と協議・連携し、受け入れ体制の整備・充実を進めます。 

また、感染者発生時の検査体制については、感染が疑われる医療・施設従事者及び

入所者等に対し、速やかに検査を実施する体制を整備するとともに、医師が必要と認

める場合には、症状の有無に関わらず新規入所者を含む障がい者が円滑に検査を行え

るよう検査体制の充実を図ります。 

併せて、医療機関や検査機関への受診や相談に当たり、手話通訳者の同行等が困難

な状況にある聴覚障がい者については、「遠隔手話サービス」や「電話リレーサービ

ス」の活用を推進するなど、適切な受診・相談機会の確保に努めます。 

 

④ こころのケア支援 

感染症の長期化に伴い、経済的困窮や孤立化、家族の問題、アルコール依存、環境

変化による心身の変調などの問題が懸念されることから、精神保健福祉センターに専

門の相談支援員を配置するとともに、オンライン相談の導入等による環境整備を進め

るなど、医療や福祉の各機関と連携し、相談支援体制を強化します。 

 

（３）外出・移動支援 

① 移動支援の充実 

障がいのある人が自立した生活を営み、社会活動に積極的に参加するための移動

が円滑に行われるよう、市町村による移動支援事業の実施や、視覚障がい者の歩行

訓練の指導など、障がいのある人の移動を支援する取組を推進します。 

 

 

 

 

48



② 身体障害者補助犬の普及 

身体障害者補助犬（盲導犬、介助犬、聴導犬）の育成に要する経費を助成し、障が

い者の身体障害者補助犬の取得を支援するとともに、身体障害者補助犬の受入れ拒否

等が発生しないよう制度の周知・普及を図ります。 

 

③ ハートフルサポーターの育成 

県内の宿泊・観光事業者、サービス事業者、交通事業者等の従業員向けに県が障が

い特性や対応方法等の実践的な研修や、研修の修了者が自らの事業所で職員向けに実

施する研修等を通じて「ハートフルサポーター」を増やし、障がい者への必要な配慮

や正しい理解を促進し、おもてなしの向上を図ることにより、誰もが外出しやすいま

ちづくりを推進します。 

 

④ ハートフルパス制度の普及啓発 

ハートフルパス制度（障がい者等用駐車場利用証制度）の普及を通して、やさしい

まちづくりへの理解を広めます。また、ハートフルパス制度の協力施設数を増やすと

ともに、障がい者等用駐車場（幅３．５メートル以上）だけでなく、障がい者等優先

駐車場（幅３．５メートル未満）の登録を促し、駐車スペースの拡大を図ります。 

さらに、障がい者等用駐車場の適正利用を促進するため、県民に対する啓発活動を

強化し、誰もが外出しやすいまちづくりを進めます。窓口については、県民の利便性

向上のため、市町村への申請・交付窓口の拡大を図ります。 

 

（４）防犯 

① 障がい者への安全対策 

小地域ネットワーク活動や日常生活自立支援事業のような地域福祉活動等と連携

した地域住民による見守り、定期訪問等の取組を更に推進します。 

 

② 障がいの特性に応じた１１０番通報の利用促進 

ＦＡＸやＥメールによる１１０番通報に加え、スマートフォン等を介して文字や画

像での通報を可能とした「１１０番アプリシステム」について、利用促進を図るとと

もに、事案の内容に応じた迅速かつ適切な対応を行います。 

 

③ 犯罪や防犯に関連する情報の提供等による支援 

地域の障がい者団体、福祉施設、行政等との連携等により情報提供等を行い、犯罪

被害の防止と早期発見を図ります。 
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④ 障がい者支援施設の防犯対策 

障がい者支援施設等の防犯対策を強化するため、非常通報装置・防犯カメラ設置や

外溝の設置・修繕など必要な安全対策への取組を支援します。 

 

（５）障がい者消費者トラブル防止 

① 地域での見守りネットワーク構築支援及び消費者安全確保地域協議会への移行促進 

障がい者等の消費者被害の未然防止や早期救済を図るため、障がい者等の消費者ト

ラブルを地域住民や関係団体との連携により見守る市町村のネットワーク体制の構

築を支援するとともに、既存の見守りネットワークの消費者安全確保地域協議会（法

定協議会）への移行を促進します。 

 

② 障がい者に対する消費者教育の推進 

障がい者等の消費者被害の未然防止や消費者としての自立を支援するため、消費生

活に関する知識の普及、情報の提供等の啓発活動を推進するとともに、障がい者の特

性に配慮しながら学校や地域における消費者教育を充実させます。 

 

（６）交流活動 

①  「地域の縁がわ」の普及促進 

誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、子どもから高齢者まで、障がい

のある人もない人も、地域の誰もが気軽に集い支え合う地域の拠点「地域の縁がわ」

の更なる普及を進めるとともに、「地域の縁がわ」を中心に地域で行われる地域福祉

活動が充実するよう、活動の活性化を支援します。  
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７ 生活環境 

 

【施策の方向性】 

○ 障がいのある人をはじめ誰もが安心・快適に暮らせるまちづくりを推進します。 

○ 障がいのある人も安全かつ円滑に利用できるよう、住宅・建築物、道路・都市公 

園、旅客施設・公共交通機関のユニバーサルデザイン化を推進します。併せて、ユニ

バーサルデザイン化に向けた意識啓発を進めます。 

 

（１）住宅・建築物 

① 県有建築物の整備 

県有施設について、障がい者も安全かつ快適に利用できるよう、ユニバーサルデザ

インに配慮した改修を引き続き推進します。 

 

② 広報活動及び研修会等による啓発 

やさしいまちづくり条例（正式名称：熊本県高齢者、障害者等の自立と社会的活動

への参加の促進に関する条例）やバリアフリー法（正式名称：高齢者、障害者等の移

動等の円滑化の促進に関する法律）に基づく建築物・まちづくりのユニバーサルデザ

イン化に向けて、研修会の実施等により普及啓発を図ります。 

併せて、事前協議の対象となる建築物については、計画段階においてすべての事業

者が事前協議を行うよう働きかけ、整備基準適合建築物を増加させます。 

 

③ 公的賃貸住宅の整備 

入居者の安心安全を確保し、誰もが快適に暮らすことができるよう、既設の県営住

宅のユニバーサルデザイン化を推進します。 

 

④ 住宅改造に対する支援 

重度の身体障がい者や知的障がい者が在宅での生活を継続するための住環境の整

備を図るため、これらの障がい者に対し住宅改造助成事業を実施する市町村を支援し

ます。 

 

 

 

 

 

 

※アンダーラインは主な変更点 
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⑤ 障がい者の居住支援 

市町村が実施する相談支援事業（市町村地域生活支援事業）の一つである「住宅入

居等支援事業（居住サポート事業）」について、事業の拡充が図られるよう、情報提

供等を通して市町村を支援します。 

また、住宅確保要配慮者（低額所得者、高齢者、障がい者等）の入居を拒まない民

間賃貸住宅（セーフティネット住宅）の登録制度を推進し、適切な物件情報を提供し

ます。 

併せて、不動産関係団体、社会福祉協議会、市町村等で構成される熊本県居住支援

協議会や家賃債務保証等の業務を行う住宅確保要配慮者居住支援法人と連携して、見

守りなどの生活支援、賃貸住宅への入居に係る情報提供や相談体制の構築を図りま

す。 

 

（２）道路・都市公園 

① 歩道等の整備 

障がい者等の自立や社会参加の支援をはじめとして、すべての人にやさしいユニバ

ーサルデザインに基づく歩道等の整備を行い、安全・安心な公共空間の創造を図りま

す。 

 

② 都市公園の整備 

都市公園におけるユニバーサルデザインに基づく園路やトイレ等の整備 を推進

し、誰もが安全・安心に利用できる公共空間の創造を図ります。 

 

（３）旅客施設・公共交通機関 

① 旅客施設及び公共車両のユニバーサルデザイン化 

障がい者の利用に配慮した旅客施設及び公共交通機関の整備を図るため、交通事業

者など関係機関への整備状況について調査等を実施するとともに、交通事業者への啓

発を通して、旅客施設及び公共車両のユニバーサルデザイン化を促進します。 
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８ 差別の解消及び権利擁護の推進 

 

【施策の方向性】 

○ 障がいのある人への不利益取扱いの禁止や合理的配慮の提供、虐待の禁止など「障

害のある人もない人も共に生きる熊本づくり条例」の内容や、障害者差別解消法の周

知を進めます。 

○ 障がいのある人への虐待防止や成年後見制度の利用促進を図り、障がいのある人

の権利を擁護する取組を推進します。 

○ 行政機関における障がいのある人への合理的配慮を徹底するとともに、その権利

を円滑に行使できるよう必要な環境整備に努めます。 

 

（１）障がいのある人もない人も共に生きる熊本づくり条例 

① 「障害のある人もない人も共に生きる熊本づくり条例」の取組推進 

平成２４年４月から全面施行している条例の県民の認知度を高めるとともに、条例

で定める不利益取扱いの禁止や合理的配慮の提供、虐待の禁止についての県民の関心

と理解を深めるため、出前講座等を行い、障害者差別解消法と併せて広く周知を図り

ます。 

また、地域における相談体制の充実のため、広域専門相談員と地域相談員との連携

による事案解決体制の充実を図ります。 

 

（２）障がい者虐待防止 

① 障がい者虐待防止対策の強化 

「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」（通称：障害

者虐待防止法）を広く周知するとともに、熊本県障がい者権利擁護センターにおいて、

市町村障害者虐待防止センターや関係機関と連携し、障がい者虐待の未然防止や、早

期発見、虐待が発生した場合の迅速な対応を図ります。 

併せて、障害福祉サービス事業所等の従事者や管理者、市町村障害者虐待防止セン

ター職員等を対象にした研修を実施し、関係者の障がい者虐待についての理解を深

め、虐待の未然防止と早期対応につなげます。 

 

 

 

 

 

※アンダーラインは主な変更点 
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（３）成年後見制度等 

① 成年後見制度の利用促進 

障がい者の権利を擁護し、障がい者が適切な医療・介護・福祉サービスを受けられ

るよう、「成年後見制度の利用の促進に関する法律」や「成年後見制度利用促進基本

計画」を踏まえ、市町村における計画策定や中核機関の整備を支援するとともに、制

度の周知啓発及び適切な利用の促進を図ります。 

また、市町村が地域生活支援事業として実施する「成年後見制度利用支援事業」や、

「成年後見制度法人後見支援事業」等の取組を支援するとともに、後見等の業務を適

正に行うことができる法人後見従事者や市民後見人の育成に取り組む市町村を支援

します。 

 

② 日常生活自立支援事業（地域福祉権利擁護事業）の利用促進 

地域において「日常生活自立支援事業（地域福祉権利擁護事業）」への理解が深ま

り、多くの対象者が利用できるよう、県民への広報・啓発を行います。 

 

（４）行政等における配慮 

① 行政機関における合理的配慮の推進 

障がいを理由とする不当な差別的取扱いの禁止や合理的配慮の提供に関して、県の

各関係機関の適切な対応を推進するため、職員を対象とする研修を実施し、障害者差

別解消法に基づき定めた職員対応要領の周知や障がい者への配慮の徹底を図ります。

また、全ての市町村において職員対応要領が定められるよう市町村へ働きかけます。 

 

② 選挙等における配慮 

点字や音声による選挙情報の提供など、障がい特性に応じた情報提供に努めます。 

また、不在者投票制度の活用等により、障がいのある人の投票機会の確保に努めます。 

  

③ 矯正施設入所者への支援 

地域生活定着支援センターにおいて、障がいのある矯正施設退所予定者が退所後直

ちに福祉サービスを利用できるようにするなど、保護観察所、市町村、福祉事務所等

と連携して地域生活への円滑な移行を支援するとともに、社会生活での自立のために

継続的な支援を行います。 
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数値目標 

第 4 章 

１ 数値目標 
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１ 数値目標 

 

計画に関する施策の進行状況が明確になるように、達成すべき目標のうち定量化が可能

なものについて数値目標を設定し、計画の進行管理を行います。 

 

 

 

 

●施策分野１　地域生活支援

No 項目 単位
R1年度末

（策定時点）
R8年度末
（目標値）

1 福祉施設入所者の地域生活への移行者数
累計
人数

- 346

2 福祉施設入所者数の減少数
累計
人数

- 92

3
精神障がい者の精神病棟から退院後一年以内の地域にお
ける平均生活日数

日
306

（H29年度末）
316

4 精神病床における1年以上長期入院患者数の減少 人
※調査結果
1月以降判明

65歳以上　2,045
65歳未満　　567

5 精神病棟における早期退院率の上昇 ％
※調査結果
1月以降判明

3か月以上　69
6か月以上　86
　　1年以上　92

6
発達障がい者支援センターが行う支援者養成連続講座修了
者数

累計
人数

615 935

7 ペアレントメンター登録者数
累計
人数

69 111

8
医療型短期入所事業所又は医療的ケアに対応できる日中
一時支援事業所等が整備された圏域数

圏域
8

(38か所）
10

(44か所)

9 強度行動障がい支援者養成研修修了者数
年間
人数

571 600

10 医療的ケア児等コーディネーター配置市町村数 市町村 8 44

●施策分野２　保健・医療　

No 項目 単位
R1年度末

（策定時点）
R8年度末
（目標値）

11
障がい児（者）のむし歯予防や口腔清掃等の知識・技術を習
得した職員を有する入所施設の割合

％ 37.8 87.8

12 かかりつけ医等の心の健康対応向上研修会受講者数
累計
人数

476 826

13 自殺死亡率（人口１０万人対） 人/年
※調査結果

11月下旬頃判明
13
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●施策分野３　教育、文化芸術活動・スポーツ　

No 項目 単位
R1年度末

（策定時点）
R8年度末
（目標値）

14
初級障害者スポーツ指導員数（熊本県障害者スポーツ指導
者協議会登録者数）

累計
人数

461 650

15
個別の教育支援計画の引継ぎ率（小・中・義務教育学校、高
等学校の平均値）

％ 54 80.0

16 県立普通高校（分校を除く）のエレベーター設置率 ％ 82.8 100

●施策分野４　雇用・就業、経済的自立の支援

No 項目 単位
R1年度末

（策定時点）
R8年度末
（目標値）

17 一般就労に移行した福祉施設利用者数
年間
人数

279 412

18
一般就労移行者に占める就労定着支援事業の利用者の増
加

％
(占有率)

15.0
（H30年度末）

70.0

19
福祉施設から公共職業安定所及び障害者就業・生活支援セ
ンターへの誘導者数

年間
人数

371 633

20
障害者就業・生活支援センター利用者の就職後の定着率
（６ヶ月）

％ 78.0 88.0

21 障害者就業・生活支援センターの新規登録者数 件数 652 700

22 障がい者委託訓練事業修了者の就職率 ％ 58.5 60.0

23 就労継続支援Ｂ型の平均工賃月額 円 15,372
別途、工賃向上
計画で定める

24 農福連携コーディネート事業での契約件数
累計
件数

10 80

●施策分野５　情報アクセシビリティ

No 項目 単位
R1年度末

（策定時点）
R8年度末
（目標値）

25 点訳・朗読奉仕員養成研修修了者数
累計
人数

1,434 1,525

26 要約筆記者養成研修修了者数
累計
人数

72 121

27 盲ろう者通訳・介助員養成研修修了者数
累計
人数

88 144

28 手話通訳者養成研修修了者数
累計
人数

1,211 1,355
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●施策分野６　安心・安全

No 項目 単位
R1年度末

（策定時点）
R8年度末
（目標値）

29 要配慮者利用施設に係る避難確保計画の策定率 ％
2.5

(R2.2月）
100

30 ハートフルパス制度の協力施設数 施設 2,200 2,300

31
法定協議会設置市町村の県内人口カバー率
※検討中

％ 7
検討中

※消費生活審議会等で検討
※本年度末策定予定

●施策分野７　生活環境

No 項目 単位
R1年度末

（策定時点）
R8年度末
（目標値）

32
事前協議対象建物のうち計画段階で事前協議が行われた
建築物の割合

％ 88.4 100.0

33
事前協議対象建物のうち事前協議済み通知書が交付され
た建築物の累計数

件数 3,415 5,000

34 県営住宅におけるＵＤ対応住宅の割合 ％ 27.4 40.0

35
県が管理する道路のうち、歩道整備計画（※1）における歩
道のバリアフリー整備（※2）延長割合

％ 71.4 90.0

36 乗合バスのうちノンステップバスの割合 ％ 57.4 70.0

●施策分野８　差別の解消及び権利擁護の推進

No 項目 単位
R1年度末

（策定時点）
R8年度末
（目標値）

37 障害のある人もない人も共に生きる熊本づくり条例の認知度 ％ 42.4 50.0

（※1）今回新たな整備計画として策定されたもので、整備計画地区（２６地区、総延長122㎞）から熊本市を除外 （９地区、総延長49
㎞）し、平成２４年度から取り組んでいる通学路緊急合同点検及び通学路交通安全プログラムによる要対策箇所（１３２箇所、計64㎞）
を追加した合計137㎞
（※2) 歩道のバリアフリー整備
歩道の幅員の確保、段差解消、視覚障がい者用誘導ブロックの設置を行う整備を言い、整備基準は以下のとおり
   ・歩道：有効幅員２ｍ以上
　・自転車歩行者道：有効幅員３ｍ以上
　・段差解消：歩道縁端部と車道との段差は２ｃｍ
　・視覚障がい者用誘導ブロック：視覚障がい者の移動の円滑化のため必要と認められる箇所に設置
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１ 策定経過 

２ 策定体制 

３ 第５期熊本県障がい者計画の達成状況 

４ 意見聴取結果 

 

 

資料編 
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１  策定経過 

計画の策定に当たっては、障がい当事者やその家族、事業所、医療従事者等を対象にし

たアンケート調査や障がい者団体との意見交換会を実施し、障がい者施策の方向性やニー

ズなどについて幅広く意見を聴取しました。 

また、障害者施策推進審議会において、計画の総論を検討していただくとともに、計画

の各論について障がい当事者の視点で専門的かつ具体的な検討を行っていただきました。  

 

令和２年１月３１日   令和元年度熊本県障害者施策推進審議会開催 

            ・第５期熊本県障がい者計画の進捗状況について 

            ・第６期熊本県障がい者計画の策定について 

            （スケジュール、アンケート） 

 

令和２年６月２２日   障がい当事者・家族団体との意見交換会（書面開催） 

・第６期熊本県障がい者計画に盛り込むべき施策や障がい者施策について 

 

令和２年７月 １日   障がい者施策に関するアンケート調査の実施 

～３１日   ・障がいがある方、障がいがある方の家族、障がい者団体、事業所、事業

従事者、障がい者を雇用する民間事業者、その他全ての県民等を対象と

したアンケート調査 

 

令和２年８月１９日   熊本県障害者施策推進審議会への意見照会 

            ・第６期熊本県障がい者計画の基本方針について 

 

 令和２年１１月１７日  令和２年度第１回熊本県障害者施策推進審議会開催 

             ・第６期熊本県障がい者計画（案）の審議 

 

 令和３年１２月  日  パブリックコメント実施 

     ～１月  日 

  

 令和３年１月   日  熊本県自立支援協議会開催 

 

 令和３年２月   日  令和２年度第２回熊本県障害者施策推進審議会開催 

             ・第６期熊本県障がい者計画の最終審議 
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２  策定体制 

  

      

※50音順

氏名 所属等 備考

相澤
あいざわ

　明憲
あきのり

熊本県精神保健福祉協会　理事

石井
い しい

　誠
せい

志
し

熊本県町村会（嘉島町町民課） 課長

今吉
いまよし

　光弘
みつひろ

熊本学園大学社会福祉学部　非常勤講師 会長

魚住
う おずみ

　佳代子
か よ こ

熊本県障害児・者親の会連合会　副会長

牛田
う しだ

　卓也
たく や

熊本県教育委員会事務局県立学校教育局　局長

江
え

﨑
ざき

　公一
こ う いち

熊本県精神障害者団体連合会　副会長

甲斐
か い

　憲彦
のり ひこ

熊本県手をつなぐ育成会　常務理事

金
かな

和
わ

　史
し

岐
き

子
こ

熊本県身体障害児者施設協議会　副会長

倉田
く ら た

　賀
か

世
よ

熊本大学法学部　教授

坂口
さ かぐ ち

　正浩
まさ ひろ

熊本県自閉スペクトラム症協会　会長

紫藤
し とう

　千
ゆき

子
こ

熊本難病・疾病団体協議会　幹事

杉原
すぎはら

　慶
けい

熊本労働局職業安定部　部長

竹田
た け だ

　勉
つと む

熊本県身体障害者福祉団体連合会 常務理事

玉垣
たまがき

　希望
き ほ

子
こ

熊本県知的障がい者施設協会

 友枝
ともえだ

　篤
あつ

宣
のぶ 熊本市健康福祉局障がい者支援部

障がい保健福祉課　課長

中村
なかむら

　敬子
け い こ

九州ルーテル学院大学人文学部　元教授

村上
むら かみ

　泰幸
やすゆき

熊本県精神障害者福祉会連合会　理事

栁田
やなぎだ

　誠
せい

喜
き

熊本県社会福祉協議会　常務理事

山口
やまぐち

　裕
ゆたか

熊本県議会厚生常任委員会　委員長

山本
やまも と

　友
と も

晴
はる 熊本県中小企業家同友会

障がい者雇用支援委員会委員

熊本県障害者施策推進審議会委員名簿
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３  第５期熊本県障がい者計画の達成状況 

 

 第５期計画策定から５年経過し、計画期間が残り１年となった令和元年度末現在におけ

る数値目標の達成状況は次のとおり。 

  

 全３９項目中 

・ 達成率 １００％以上            : １３項目 

・ 達成率  ８０％以上１００％未満 : １８項目 

  ・ 達成率  ５０％以上 ８０％未満 :  ８項目 

・ 達成率  ５０％未満             ：  ０項目 

 

 

 

 

●施策分野１　地域生活支援

1 福祉施設入所者の地域生活への移行者数
累計
人数

191 237 80.6

2 福祉施設入所者数の減少数
累計
人数

148 60 246.7

3 入院中の精神障がい者の入院３ヶ月時点の退院率 ％
54.6

（H30末）
69 79.1

4 入院中の精神障がい者の入院１年時点の退院率 ％
86.3

（H30末）
90 95.9

5
６５歳以上の、入院中の精神障がい者の入院１年以上の長
期在院者数

人数
3498

（H30末）
3,113 89.0

6
６５歳未満の、入院中の精神障がい者の入院１年以上の長
期在院者数

人数
1460

（H30末）
1,273 87.2

7 就労移行支援事業の利用者数
年間
人数

319 485 65.8

8
就労移行支援事業の利用者のうち就労移行率が３割以上
の事業所の割合

％ 47.0 50.0 94.0

9
発達障がい者支援センターが行う支援者養成連続講座修了
者数

累計
人数

615 490 125.5

10 ペアレントメンター登録者数
累計
人数

69 50 138.0

11
医療型短期入所事業所又は医療的ケアに対応できる日中
一時支援事業所等が整備された圏域数

圏域
8

(38か所）
10

（35か所）
80.0

12 強度行動障がい支援者養成研修修了者数
年間
人数

571 220 259.5

達成率
［％］

No 項目 単位
R1年度末
（現状値）

R2年度末
（目標値）
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●施策分野２　保健・医療　

13
障がい児（者）のむし歯予防や口腔清掃等の知識・技術を習
得した職員を有する入所施設の割合

％ 37.8 50.0 75.6

14 かかりつけ医等の心の健康対応向上研修会受講者数
累計
人数

476 626 76.0

15 自殺死亡率（人口１０万人対） 人/年
14.2

（H30末）
17.1 120.4

16 発達障がいに対応できる医療体制が整備された圏域数 圏域 10 10 100

●施策分野３　教育、文化芸術活動・スポーツ　

17 高等学校における個別の教育支援計画作成率 ％ 72.9 80.0 91.1

18 教員の特別支援教育に関する研修受講率 ％ 82.9 100.0 82.9

19 県が主催する障がい者スポーツ大会への参加人数
年間
人数

1,787 2,200 81.2

●施策分野４　雇用・就業、経済的自立の支援

20 ハローワークにおける障がい者の就職件数 件数 2,094 2,650 79.0

21
障害者就業・生活支援センター利用者の一般事業所への就
職件数

件数 310 286 108.4

22 一般就労に移行した福祉施設利用者数
年間
人数

279 345 80.9

23
障害者就業・生活支援センター利用者の就職後の定着率
（６ヶ月）

％ 78.0 86.0 90.7

24 障がい者委託訓練事業修了者の就職率 ％ 58.5 70.0 83.6

25 就労継続支援Ｂ型の平均工賃月額 円 15,372 15,100 101.8

R2年度末
（目標値）

達成率
［％］

達成率
［％］

No 項目 単位
R1年度末
（現状値）

No 項目 単位
R1年度末
（現状値）

R2年度末
（目標値）

達成率
［％］

No 項目 単位
R1年度末
（現状値）

R2年度末
（目標値）
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●施策分野５　情報アクセシビリティ

26 点訳・朗読奉仕員養成研修修了者数
累計
人数

1,434 1,522 94.2

27 手話奉仕員養成研修修了者数
累計
人数

1,045 1,188 88.0

28 要約筆記者養成研修修了者数
累計
人数

72 116 62.1

29 盲ろう者通訳・介助員養成研修修了者数
累計
人数

88 108 81.5

●施策分野６　安心・安全

30
避難行動要支援者の避難支援に係る個別計画策定市町村
数

市町村 45 45 100.0

31 移動支援事業（市町村地域生活支援事業）利用者数
年間
人数

4,111 6,516 63.1

32 ハートフルパス制度の協力施設数 施設 2,200 2,200 100.0

33 地域の縁がわがある地域の割合 ％ 100.0 100.0 100.0

●施策分野７　生活環境

34
事前協議対象建物のうち計画段階で事前協議が行われた
建築物の割合

％ 88.4 100.0 88.4

35
事前協議対象建物のうち事前協議済み通知書が交付され
た建築物の累計数

件数 3,415 3,300 103.5

36 県営住宅におけるＵＤ対応住宅の割合 ％ 27.4 40.0 68.5

37
県が管理する道路のうち、歩道整備計画（※1）における歩
道のバリアフリー整備（※2）延長割合

％ 82.1 90.0 91.2

38 乗合バスのうちノンステップバスの割合 ％ 57.4 40.0 143.5

●施策分野８　差別の解消及び権利擁護の推進

39
障害のある人もない人も共に生きる熊本づくり条例の認知
度

％ 42.4 50.0 84.8

達成率
［％］

（※１）歩道整備計画
　熊本市の政令指定都市移行に伴い新たな整備計画として策定されたもので、整備計画地区（２６地区、総延長122㎞）から熊本市を除外 （９地
区、総延長49㎞）し、平成２４年度から取り組んでいる通学路緊急合同点検による危険箇所（７５箇所、計38㎞）を追加した合計111㎞
（※２）歩道のバリアフリー整備
  歩道の幅員の確保、段差解消、視覚障がい者用誘導ブロックの設置を行う整備を言い、整備基準は以下のとおり
       ・ 歩道：有効幅員２ｍ以上
　　　・ 自転車歩行者道：有効幅員３．０ｍ以上
　　　・ 段差解消：歩道縁端部と車道との段差は２ｃｍ
　　　・ 視覚障がい者用誘導ブロック：視覚障がい者の移動の円滑化のため必要と認められる箇所に設置

R2年度末
（目標値）

達成率
［％］

No 項目 単位
R1年度末
（現状値）

No 項目 単位
R1年度末
（現状値）

R2年度末
（目標値）

R2年度末
（目標値）

達成率
［％］

達成率
［％］

No 項目 単位
R1年度末
（現状値）

No 項目 単位
R1年度末
（現状値）

R2年度末
（目標値）
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４  意見聴取結果 

 

（１）アンケート調査結果 

障がい者施策の方向性やニーズ等を把握するため、これまでの日常生活や社会生活等に関

する実態調査から、具体的施策につながるよう、意見を自由に記載していただく分野別の記

述式アンケートとして実施しました。 

 

【調査概要】 

 今回の調査では、対象者を障がい当事者だけでなく、ご家族・障がい者団体・障害福祉

サービス従事者等にまで広げるとともに、調査方法も郵送に加えてインターネットを介

した調査を実施しました。 

○実施期間：令和２年（２０２０年）７月１日～３１日 

○送 付 先：障がい者等団体（５５団体）、事業所（約９００事業所）、市町村 

○対 象 者：障がいがある方、障がいがある方の家族、障がい者団体、事業従事者、 

事業所、障がい者を雇用する民間事業者、その他全ての県民 

○有効回答数：８０２件 

 

   
 

 

 

 

（回答者内訳） （単位：人）

障がい当事者・家族団体 164

障がい福祉サービス等事業者 155

障がいのある人を雇用する民間事業者・団体 11

その他 8

障がいのある人 324

障がいのある人の家族 109

障害福祉サービス等事業従事者 123

障がいのある人を雇用する民間事業者・団体の方 4

医療関係者（医師、看護師等） 8

教育関係者（教員等） 7

その他 11

※法人・個人の重複回答により、有効回答数とは一致しない。

法

人

個

人
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【調査結果】 

 

問１　地域生活のための支援

回答
どちらか
といえば
そう思う

どちらか
といえば

そう思わない
そう思わない わからない 無回答 合計

回答数 288 111 99 182 8 802

問２　保健や医療に関する支援

回答
どちらか
といえば
そう思う

どちらか
といえば

そう思わない
そう思わない わからない 無回答 合計

回答数 301 120 93 187 8 802

そう思う

114

そう思う

93

　障がいのある人が地域で安心して暮らせるよう、グループホーム等の住まいの確保や、在宅サービスによる支援などは、５年前
と比較して良くなったと思いますか。

　身近な地域で療育を受けられる環境づくりや、医療的ケアが必要な方への支援、精神障がいのある人への保健・医療に関する
支援などは、５年前と比較して良くなったと思いますか。

そう思う

12%

どちらか

といえば

そう思う

37%

どちらか

といえば

そう思わない

15%

そう思わない

12%

わからない

23%

無回答

1%

そう思う

14%

どちらか

といえば
そう思う

36%

どちらか

といえば

そう思わない

14%

そう思わない

12%

わからない

23%

無回答

1%

66



 

 

問３　教育・文化・スポーツ活動に関する支援

回答
どちらか
といえば
そう思う

どちらか
といえば

そう思わない
そう思わない わからない 無回答 合計

回答数 251 142 89 221 12 802

問４　雇用・就業、経済的自立に向けた支援

　障がいのある人が働きやすい環境づくりや、働く場を増やしたりする支援などは、５年前と比較して良くなったと思いますか。

回答
どちらか
といえば
そう思う

どちらか
といえば

そう思わない
そう思わない わからない 無回答 合計

回答数 266 152 101 166 16 802

　一人一人のニーズに応じた教育支援や、文化芸術・スポーツを通じた交流活動の支援などは、５年前と比較して良くなったと思い
ますか。

そう思う

87

そう思う

101

そう思う

11%

どちらか

といえば
そう思う

31%

どちらか

といえば
そう思わない 18%

そう思わない

11%

わからない

28%

無回答

1%

そう思う

12%

どちらか

といえば
そう思う

33%

どちらか

といえば
そう思わない

19%

そう思わない

13%

わからない

21%

無回答

2%
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問５　わかりやすい情報提供の推進

回答
どちらか
といえば
そう思う

どちらか
といえば

そう思わない
そう思わない わからない 無回答 合計

回答数 301 122 79 172 17 802

問６　災害時や外出時等の安全・安心のための支援

回答
どちらか
といえば
そう思う

どちらか
といえば

そう思わない
そう思わない わからない 無回答 合計

回答数 283 140 117 121 17 802

そう思う

124

　障がいのある人が災害時に安全に避難するための支援や、日常生活での外出・移動のための支援などは、５年前と比較して良
くなったと思いますか。

　障がいのある人が必要な時に必要な情報が得られるよう、障がい特性に配慮したわかりやすい情報提供の推進などは、５年前
と比較して良くなったと思いますか。

そう思う

111

そう思う

14%

どちらか

といえば
そう思う

38%どちらか

といえば
そう思わない

15%

そう思わない

10%

わからない

21%

無回答

2%

そう思う

16%

どちらか

といえば
そう思う

35%

どちらか

といえば
そう思わない

17%

そう思わない

15%

わからない

15%

無回答

2%
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問７　生活環境のユニバーサルデザイン化

回答
どちらか
といえば
そう思う

どちらか
といえば

そう思わない
そう思わない わからない 無回答 合計

回答数 284 160 82 157 12 802

問８　差別をなくす取組や、障がいのある人の権利擁護

回答
どちらか
といえば
そう思う

どちらか
といえば

そう思わない
そう思わない わからない 無回答 合計

回答数 267 159 114 155 17 802

そう思う

90

　障がいのある人をはじめ、誰もが安心で快適に暮らせるまちづくりのための支援などは、５年前と比較して良くなったと思います
か。

そう思う

107

　障がいのある人への差別をなくす取組や、県民の障がいに対する理解の深まりなどは、５年前と比較して良くなったと思います
か。

そう思う

13%

どちらか

といえば
そう思う

35%

どちらか

といえば

そう思わない

20%

そう思わない

10%

わからない

20%

無回答

2%

そう思う

11%

どちらか

といえば
そう思う

33%

どちらか

といえば
そう思わない

20%

そう思わない

14%

わからない

20%

無回答

2%
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項目 主な内容 

１ 地域生活支援 ○重度の障がいのある人が地域で暮らすには入所施設の選択肢 

しかない。地域で暮らせるような施策が必要。 

○グループホームへの入居を希望しても空きがない。まだまだ数 

が足りないので増設してほしい。 

○「親亡きあと」のことが一番心配です。 

○障がいのある方への理解力や知識のある方が少ない。障害福祉 

サービスに従事している人の数が少ない。 

○障がいのある人の地域生活を支える人材が少ない。相談支援員 

など障害福祉を支える人材の育成・確保をしてほしい。 

２ 保健・医療 ○医療的ケアを必要としている児童が増えている。検診の機会を 

確保し、早期療育に繋がるようにしてほしい。 

○自殺をする人が後を絶たない。今まで以上に自殺予防の啓発や 

推進に力を入れてほしい。 

３ 教育、文化芸術

活動・スポーツ 

○医療的ケア児の就学、特に普通学校に行く子どもの増加はイン 

クルーシブ教育の観点からすばらしい。出来る限り普通学校で 

学べる環境を作ってほしい。 

○障がい者が文化芸術やスポーツを通じて社会参加する施策は 

重要。障がい者が参画できるスポーツや文化芸術活動を充実さ 

せてほしい。 

○新型コロナウイルス感染症で休校となった子ども達にオンラ 

イン支援を行ったところ反響があった。特性を持つ子ども達に 

も有効だと実感した。 

４ 雇用・就業、経済

的自立の支援 

○職場での障がい者に対する理解が足りない。企業の理解がもっ 

と進むべきだと思う。知的障がい、発達障がいの特性を理解し 

た職場作りをしてほしい。 

○工賃が低い。工賃水準の向上に関しては、優先調達の積極的な 

活用など公的立場からの支援をお願いしたい。 

○新型コロナウイルス感染症の影響で多くのイベントが中止と 

なり、売り上げが激減した。 

５ 情報アクセシビ

リティ 

○手話・字幕・点字等だけでなく、聞いて見て分かりやすい情報 

提供をお願いしたい。今後は、テレビでの手話通訳、字幕など 

をもっと広げてほしい。 

○コミュニケーションを支援する「奉仕員」の人材育成はとても 

70



重要。手話通訳できる人材が足りない。 

６ 安心・安全 ○災害時の避難所における障がいのある人への対応、設備が不足 

している。避難所は障がい特性から利用しにくいことが多々あ 

る。障がい特性に応じた避難所の確保をお願いしたい。 

○災害時にサービスを利用していない障がい者への安否確認等

の連絡体制が必要だと感じている。 

７ 生活環境 ○身障トイレが小さい。 

○公共施設、道路、商業施設の段差をできる限りなくしてほしい。 

歩行や車椅子で行けない場所が多い。 

○熊本市の中心部については少しずつユニバーサルデザインで

整備されている部分もあるが各自治体でのバラつきがある。 

８ 差別の解消及び

権利擁護の推進 

○差別は本当になくならない。共生社会の実現に向けた意識啓発 

が一番大切で難しい課題ではないでしょうか。 

○耳の聞こえない人、手話を使う人に珍しいものを見たような顔 

をする人が多い。障がい者への理解を小さいうちから教育に取 

り入れてほしい。 

○権利擁護の観点から成年後見制度の必要性は感じている。利用

を促進するためにも、分かりやすい制度の説明をしてほしい。 
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（２）障がい当事者及び家族団体との意見交換結果【書面】 

障がい当事者・家族団体（対象団体：計３１団体）から、障がい者施策について、ご意

見をお聴きしました。 

 

項目 主な内容 

１ 地域生活支援 ○障がい者とその保護者の高齢化に対応するため、グループホー

ムの確保をしてほしい。 

○介護職員が不足しているため、利用者がサービスを利用できな

い状況がある。引き続き介護職員不足の状況を打開するための

取組を実施してほしい。 

２ 保健・医療 ○どこの自治体でも同じサービスを受けられるようにしてほし

い。 

３ 教育、文化芸術

活動・スポーツ 

○共生社会の実現のため、最初から特別支援学校ではなく、子ど

もの時から障がいのある子どももない子どもも地域の学校で

学ぶことができるよう、普通学校も選択肢にあることを周知し

てほしい。 

○先生方にてんかんや障がいについて、しっかり勉強してもらい

たい。 

４ 雇用・就業、経済

的自立の支援 

○障がい者にとっては住職近接が理想と考える。公的機関の主導

のもと過疎地の空き家と耕作放棄地を利用するなどの農福連

携事業を構築してほしい。 

５ 情報アクセシビ

リティ 

○情報のやりとりの多様化で、障がい者もパソコン・携帯電話・

スマートフォンを大いに活用したいと考えている。 
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６ 安心・安全 

 

○災害の中で一番取り残されるのが弱い立場の人たちである。障

がいの程度、年齢、特性など、より細かい施策が求められる。 

○感染を抑えるための施設内隔離などの設備投資、利用者や職員

に対する PCR 検査の実施など安心を担保できる施策をしてほ

しい。 

○施設の職員が感染者又は濃厚接触者となった場合、２週間程度

は業務に就かせることができない。その期間、必要なサービス

を提供するための人員を確保するため、人材派遣を共同で行う

などの制度ができないか。 

○コロナ感染防止のため、楽しみであった集まって語り合う機会

がなくなり、みんなストレスを抱えている。 

○感染症拡大防止のため、通所事業所の利用ができない状況が続

く場合、障がいのある人の居場所や心のよりどころ、家族への

支援をどのようにするか心配である。 

７ 生活環境 ○新設の駅や整備される駅についてはバリアフリー化を徹底し

てほしい。 

○様々な施設のバリアフリー化について、当事者団体等の障害関

係団体から意見を聴く機会を設けるようにしてほしい。 

○信号機の点灯状況について、視覚障がい者のスマホに通知する

システムが実用化されているため、こういったシステムについ

ても普及をお願いしたい。 

８ 差別の解消及び

権利擁護の推進 

○障がい者理解をさらに推進するため、地域社会及び障がい者が

利用する施設や事業所等における障がい者理解と本人の人権を

守る施策を充実させてほしい。 

○ホテル等の宿泊施設で、一部の障がい者に対し食事の提供がで

きないと言われたことがある。障がい者がもっと自由に安心し

て、旅行等ができるよう、行政で支援をお願いしたい。 
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（３）重症心身障がい児（者）生活調査結果 

 

   ※調査結果判明後掲載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）パブリックコメントの結果 

 

   ※パブリックコメント後掲載 
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